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１ はじめに 

 

 輸送の安全の確保は、運輸事業の根幹であり、最も基本的なサービスである

とともに、公共交通機関においては国民の信頼の根本を成すものであります。 

 

国土交通省では、平成 17 年に発生した運輸事業におけるヒューマンエラーを

起因とする事故・トラブルを契機に、陸・海・空の輸送モード横断的に事業者

自らがトップから現場まで一丸となり、安全管理体制を自主的に構築するとと

もに組織内部における安全意識の浸透・安全風土を形成することを目的とした

運輸安全マネジメント制度を平成 18 年 10 月から導入しました。 

 

本制度により、従来から実施されている保安監査に加え、いわば車の両輪と

して、運輸事業者の輸送の安全性の向上を図っており、平成 22 年 10 月で制度

導入 4周年となりました。 

 

運輸安全マネジメント評価の実施を通じて、これまで多くの運輸事業者にお

ける運輸安全マネジメント制度の理解とその取組が進んできていることが確認

できており、また、運輸安全マネジメント評価を受けた多くの運輸事業者より

本制度の有効性を評価していただいております。 

 

更に、平成22年3月に、これまでの評価の実績、制度に関する各種調査研究で

得た知見等を踏まえ、運輸審議会運輸安全確保部会の審議を経て、平成18年4月

に策定した「安全管理規程に係るガイドライン」を見直し、あらたに「運輸事

業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」を策定したところであ

ります。 

 

国土交通省では、今後とも、運輸業界への本制度の一層の浸透・定着を図る

とともに、中小事業者への制度定着、運輸安全情報の発信の充実、運輸安全マ

ネジメント評価の質の向上等の各種課題に取り組み、運輸事業の総合的な安全

対策の推進に寄与していく所存であります。 
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加えて、当該評価に関する活動を通じて、運輸事業者の皆様とともに安全に

向けた取組を強化し、もって国民の皆様への安全・安心の輸送サービスの提供・

確立を図っていきたいと考えています。 

 

運輸事業の安全の推進に従事されている皆様におかれましては、引き続き、

運輸安全行政、そして運輸業界全体の安全性の向上に向け、より一層のご理解・

ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

国土交通省大臣官房 

運輸安全監理官 

 最勝寺 潔 
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２ 「運輸安全マネジメント制度」の概要と取組状況 

 

２．１「運輸安全マネジメント制度」の概要 

 輸送の安全の確保は、運輸事業の根幹ですが、平成 17 年にはヒューマンエラ

ーに起因する事故やトラブルが相次いで発生したことから、従来からの安全規

制に加え、経営トップから現場まで一丸となって安全管理体制を構築・改善す

ることを目的とした運輸安全マネジメント制度が平成 18 年 10 月から導入され

ました。 

運輸安全マネジメント制度においては、 

運輸事業者自らが、経営トップの主導のもと、

いわゆる「PDCA サイクル」の考え方を取り

入れた形で安全管理体制を構築し、その継続

的改善の取組を行うことが求められていま

す。 

 国土交通省においては、経営トップや安全

統括管理者等の経営管理部門から、安全管理

体制の取組状況等について直接インタビュ

ーを行い、関係する書類を確認します。 
保安監査のような処分につながるような性格ではなく、運輸事業者の自主的

な取組を尊重し、「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライ

ン」等に基づき、運輸事業者の安全確保に資する取組の評価やその取組をより

一層向上させるための改善方策について助言を行います。 
 運輸安全マネジメント制度は、保安監査と車の両輪となって実施することに

より、運輸のより一層の安全の確保を目指しています。 
 

 

運輸安全マネジメント評価の様子

PDCA サイクルの継続的改善のイメージ 
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２．２ 「運輸安全マネジメント制度」に係る取組状況 

 

 平成 21 年 10 月から平成 22 年 9 月までの 1年間、国土交通省では、運輸安全

マネジメント制度の推進に向け、様々な取組を行ってきました。以下、その概

要をご紹介します。 

 

（１）運輸安全マネジメント評価の継続的実施 

平成 22 年 9 月までの 1 年間に延べ 1,238 社の運輸安全マネジメント評価

を実施しました。（これら運輸安全マネジメント評価の実施状況は「3 運輸

安全マネジメント評価の実施状況」において後述します。） 

国土交通省大臣官房運輸安全監理官室（以下「運輸安全監理官室」といい

ます。）では、平成 21 年 10 月から大手の運輸事業者を対象として、4 回目

の運輸安全マネジメント評価を開始しています。 

また、各地方運輸局等においても、各地方運輸局管内に所在する運輸事業

者を対象として、1回目及び 2回目の運輸安全マネジメント評価を実施して

います。 

（２）運輸安全マネジメント評価の実施に係る基本方針及び運輸安全ガイドラ

インの見直し 

制度導入から 3年あまりが経過し、運輸事業者の安全管理に対する取組の

進捗状況等を踏まえ、平成 22 年 3 月に、運輸審議会の諮問、答申を経て、

基本方針を改定するとともに、平成 18 年 4 月に策定した「安全管理規程に

係るガイドライン」を見直し、平成 22 年 3 月、新たに「運輸事業者におけ

る安全管理の進め方に関するガイドライン」を策定しました。 

なお、これらの概要は後述します。（2.3、2.4 を参照） 

（３）小規模事業者への対応 

平成 21 年 6 月に、無軌条電車事業者、鋼索鉄道事業者、索道事業者及び

小規模海運事業者（以下「小規模事業者」といいます。）がより効果的に安

全管理に取り組むことができるよう、運輸審議会安全確保部会の審議を経て、

「安全管理規程に係るガイドライン」に代わるものとして「鋼索鉄道・索道

事業者等における安全管理の進め方」及び「小規模海運事業者における安全

管理の進め方」（以下「小規模事業者用ガイドライン」といいます。）を策定・

公表しました。 

これらのガイドラインを有効に活用し、評価対象の全事業者に対して、



5 

 

本制度の一層の浸透・定着を図り、小規模事業者の規模・実態を鑑みつつ、

早期に 1回目の評価が完了できるよう、効率的な方法での評価の実施に努め

ています。 

（４）運輸安全マネジメント制度の一層の浸透・定着に向けた事業者支援 

本制度は、事業者自らが本制度のコンセプトを理解し、納得し、安全性

の向上に向け高い意識を持って積極的に取り組むことで、初めて輸送の安全

性の向上が図られるものです。 

これまで実施した運輸安全マネジメント評価では、事業者における安全

管理体制の構築・改善に向けた取組について、マネジメントシステムの観点

から、更なる向上・発展が望まれるものが多く見受けられました。 

その一方で、事業者から国土交通省に対して、シンポジウム、セミナー

等の積極的な開催や他事業者の取組事例の周知・紹介等、事業者を支援する

ツールを提供してほしいという意見・要望が寄せられています。 

  このため、運輸安全監理官室では、輸送の安全確保のための取組に係る事

業者への支援のため、以下の取組を実施しました。 

① 平成 21 年 12 月、国土交通省主催により「運輸事業の安全に関するシ

ンポジウム 2010」を東京で開催し、各運輸事業者の経営幹部をはじめと

する約 1,100 名の運輸事業者等の方々が聴講されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H21.11.26 運輸安全シンポジウム全体風景 
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② 平成 20 年 8 月から、安全管理体制を構築・改善するうえで必要となる

実務担当者等の方々の知識を深めていただくため、「運輸事業者における

安全管理の進め方に係るガイドライン」、「内部監査」、「リスク管理」をメ

ニューとする少人数制の運輸安全セミナーを毎月、国土交通省内で開催し

ています。 

また、平成 21 年からは、各地方運輸局においてもこれらのセミナーを

開催しています。 

 ③ 平成 22 年 3 月に、冊子「事故、ヒヤリ・

ハット情報の収集・活用の進め方（海運モー

ド編）」を作成・公表しました。これは、多

くの事業者が取組途上である事故、ヒヤリ・

ハット情報等の収集・活用の仕組み（以下「リ

スク管理」といいます。）についてまとめた

ものであり、平成 21 年 4 月に作成・公表し

た「事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用

の進め方（自動車モード編）」に続くもので

す。 

今後、上記冊子をもとに、更に他のモードにおけるリスク管理の手法等

に関する具体的な取組事例の紹介、モデルの構築等に関する調査検討を進

めていくこととしています。 

 ④ 平成 21 年度は、各事業法に基づく安全管理規程の作成及び届出が義務

付けられている運輸事業者約 1,000 社に対して、「運輸安全マネジメント

制度に係る情報提供に関するアンケート」を行い、安全管理体制の構築・

改善を行ううえで有効かつ必要な情報及びその提供のあり方等に関する

調査を実施しました。 
その調査結果を踏まえ、今後、情報提供に対するインセンティブ、公開

情報の検索機能の高度化等について、更に検討を進めていくこととしてい

ます。 

 ⑤ 運輸安全の理解を深めてもらいながら、運輸事業者とともに安全のより

一層の向上のための取組を推進するため、平成 20 年 1 月から「メルマガ

『運輸安全』」を 2 ヶ月に 1 回発行・配信していますが、平成 21 年 10 月

からは、メルマガの内容を一新し、以下の内容で提供しています。 

また、国土交通省ホームページにおいて、運輸事業者の安全に向けた取
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組事例を幅広く紹介していくため「運輸安全取組事例」の紹介サイトの本

格運用を 22 年 4 月から開始しました。 

今後も、安全情報提供の一層の充実をはじめ、引き続き良質な情報の発

信に努めていくこととしています。 

 

＜メルマガ「運輸安全」の内容＞ 

○ 運輸安全に関する最近の動き：国土交通省の安全に関する

施策の紹介 

○ 運輸安全マネジメント制度についての解説 

○ 現場だより：事業者や地方運輸局の安全への取組について、

実際に取り組んでいる事業者及び地方運輸局自らの執筆 

○ 運輸安全取組事例の紹介 

○ 事故、ヒヤリ・ハット情報の中から 

○ 運輸安全の新技術紹介 

 

 URL：http://www.mlit.go.jp/unyuanzen/mailmg.html または、国土交通省ホームペー

ジから「運輸安全政策」で検索してください。 

 

（５）運輸安全マネジメント評価に係る技量の向上と体制の充実 

公正かつ適切な評価を実施するためには、これら業務に従事する職員（以

下「評価員」といいます。）のインタビュー技法等の評価に関する技量の充

実・強化を図ることが必要です。 

このため、大臣官房運輸安全監理官付運輸安全調査官（以下「運輸安全調

査官」といいます。）に対し、運輸安全マネジメント研修のほか、ISO9001

審査員補研修、ISO 内部監査員研修、モチベーション研修、輸送現場見学等

のマネジメントに関する研修等を実施しました。 

また、評価員となる地方局の職員に対しては、運輸安全マネジメント研

修の受講のほか、OJT を兼ね、逐次、本省評価への参加・立会や運輸安全調

査官との合同評価の実施を通じて、技量の向上を図っています。 
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２．３ 運輸安全マネジメント評価の実施に係る基本方針(※)の策定について 

 

国土交通省では、平成 18 年 8 月に基本方針を策定し、運輸安全マネジメント

制度の周知啓発等に重点を置いて運輸安全マネジメント評価を実施してきたと

ころですが、制度導入から 3 年あまりが経過し、運輸事業者の安全管理に対す

る取組の進捗状況等を踏まえ、運輸審議会の諮問、答申を経て、平成 22 年 3 月

2 日に新たな基本方針を下記の通り定めました。 

 

※正式名は「鉄道事業法第五十六条の二（軌道法第二十六条において準用する場合を含む。）、

道路運送法第九十四条の二、貨物自動車運送事業法第六十条の二、海上運送法第二十五条

の二、内航海運業法第二十六条の二第一項及び航空法第百三十四条の二の規定に基づく安

全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針」 

 

１．実施に係る基本的な考え方 

 

（１）「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律（平

成 18 年法律第 19 号）」により、運輸事業者において、絶えず輸送の安全

性の向上に向けた取組を求めるとともに、安全最優先の方針の下、経営ト

ップ主導による経営トップから現場まで一丸となった安全管理体制の適切

な構築を図るため、運輸事業者に対して、安全管理規程の作成等が義務付

けられた。 

本方針は、この安全管理規程の記載事項のうち、その基本となる「輸送

の安全を確保するための事業の運営の方針に関する事項」の実施状況を確

認するために行う報告徴収又は立入検査（以下この方針において「運輸安

全マネジメント評価」という。）の実施に係る基本的な方針である。 

 

（２）法施行後、これまで安全管理規程に係る制度（以下「運輸安全マネジメ

ント制度」という。）の周知、啓発等に努め、運輸安全マネジメント評価

の実施に当たっても、運輸事業者の経営管理部門を対象として、安全管理

規程に関する基本的な理解及び実際の実施状況の確認、安全管理規程の更

なる改善等に向けた助言を中心に実施してきた。 

   その結果、運輸事業者においても、運輸安全マネジメント制度に対する

理解も進んできており、基本的な安全管理のための組織体制や関連規程類
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の整備等の枠組みについては、概ね構築していることが判明している。 

   一方で、その取組内容については、十分でない部分や事業者間・モード

間で差があることも判明している。 

 

（３）上記を踏まえ、今後、当面は、運輸安全マネジメント制度の一層の浸透・

定着等に努め、運輸安全マネジメント評価の実施に当たっても、運輸事業

者の経営管理部門を対象として、安全管理体制の実際の運用状況の確認、

安全管理体制の更なる改善等に向けたきめ細かな助言を中心に実施する。 

 

２．実施方針 

 

（１）運輸安全マネジメント評価における重点確認事項 

今後、当面は、安全管理規程のうち「輸送の安全を確保するための事業

の運営の方針に関する事項」となる「基本的な方針に関する事項」「関係

法令等の遵守に関する事項」及び「取組に関する事項」（以下「安全方針

等」という。）に関し、以下の点について重点的に確認を行い、必要に応

じ、安全方針等に関し、更なる改善等に向けたきめ細かな助言を行う。 

① 自ら作成した安全方針等に従った安全管理体制の運用が計画的になさ

れ、それら運用状況を自ら定期的に確認し、その確認の結果を踏まえ、

安全管理体制の見直し及び継続的改善がなされているか。 

② 経営の責任者を含む経営管理部門における安全方針等に関する理解及

び関与の度合いは十分か。 

③ 過去に行政処分又は行政指導を受けている運輸事業者について当該行

政処分等を踏まえた安全方針等の作成及び実施は行われているか。 

 

（２）運輸安全マネジメント評価の実施の方法について 

① 関係法令及び本方針に基づき運輸安全マネジメント評価を行う。 

② 実施に当たっては、保安監査実施部局と連携するとともに、大臣官房

運輸安全監理官において、予め、本方針に沿って作成された運輸安全マ

ネジメント評価実施要領に基づいて実施する。 

③ 経営の責任者、安全統括管理者等の経営幹部への面談調査と経営管理

部門が管理する安全管理に係る書類の確認を中心に実施し、別添の「運

輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」等に基づき、
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運輸事業者に対し、必要に応じ、きめ細かな助言を行う。 

④ 保安監査実施部局との相互の情報交換等による保安監査との連携を通

じ、当該運輸事業者の安全への取組について、総合的な把握及び分析に

努める。 

 

（３）運輸安全マネジメント評価の実施方法等の見直し及び改善について 

① 運輸安全マネジメント評価に関する内部監査、運輸安全マネジメント

評価を実施する運輸安全調査官に対する技量評価、評価方法の検証、運

輸安全マネジメント評価実施事業者に対するアンケート調査等に基づ

き、その実施方法等について、継続的な見直し及び改善を行う。 

② 運輸審議会に上記①の実施方法に係る見直し及び改善の状況を報告す

る。 

③ 上記①②を踏まえ、運輸安全マネジメント評価の実施方法の改善及び

運輸安全調査官の資質向上等、運輸安全マネジメント制度の更なる充実

強化に努める。 

 

（４）運輸安全マネジメント評価の結果の取り扱いについて 

① 運輸安全マネジメント評価の所見については、当該運輸事業者に対し

てきめ細かな説明を行い、必要に応じ、適切な措置を講じる。 

② 運輸安全マネジメント評価の結果の公表については、運輸事業者の安

全に関する意識向上を促すものである一方で、その結果に事業者の経営

に関する機密も含まれること等を勘案しつつ、運輸安全マネジメント評

価の結果の概要を取りまとめ、運輸審議会に定期的に報告し、また、ホ

ームページ等で公表する。 

 

（５）運輸安全マネジメント評価の実施計画 

上記（１）から（４）に従い、鉄道分野、航空分野、自動車分野及び海

運分野の合計で、年間 120 から 150 事業者程度を目安として、計画的かつ

効率的に実施する。 
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３．その他 

 

（１）本方針は、平成 22 年 4 月 1 日より適用する。 

（２）本方針は、国土交通大臣が行う運輸安全マネジメント評価について適用

する。 

（３）再発防止等の観点から緊急に対応が必要と認められる事態が発生した場

合においては、適時適切に運輸安全マネジメント評価を実施する。 
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２．４ ガイドラインの策定について 

 

国土交通省では、平成 18 年 4 月に作成された「安全管理規程に係るガイド

ライン」の見直し・改善を行い、平成 22 年 3 月に「運輸事業者における安全

管理の進め方に関するガイドライン～輸送の安全性の更なる向上に向けて～」

をとりまとめました。 

 新たなガイドラインの改正経緯とポイント、記載項目・構成等については、

以下のとおりです。 

 

○ 大手事業者では、様々な安全管理に係る改善の取組を推進  

○ それ以外の事業者では、未だ多くの事業者に対する１回目の評価が未実施 

安全管理のための仕組みができていない事業者もあり  

平成１８年４月策定のガイドライン 

○ 安全マネジメント体制の構築に際し、事業者が作成する安全管理規程に記載する項目とその考え方を示

すもの 

運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドラインのポイント 

○ 運輸安全マネジメント制度の事業者への更なる浸透・定着に向け、事業者にとってより判りやすい指針

としてガイドラインを改正 

① 位置付けの変更  

事業者における安全管理体制の構築・改善に係る取組のねらいとその進め方の参考例を示すもの →名称

を「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン」に変更  

② 取組途上事業者の支援ツール  

取組途上の事業者が多く見受けられる「安全重点施策」、「事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用」、「内

部監査」などの方法等を詳細に記載 

事業形態、規模等に相応しい取組を促進するため具体的な安全管理の取組事例集を添付  

③ 用語・表現等の修正  

一般的に分りにくいマネジメントシステムの用語や表現（例えば、「コミットメント」、「～を確実にする」

など）を極力排除し、分りやすい用語・表現に修正  

ガイドラインの改正経緯とポイント 

運輸安全マネジメント制度導入後３年あまりが経過 
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はじめに  

 

１．安全管理規程に係るガイドラインの位置付

け  

２．安全マネジメント態勢の意義と目的  

 

３．ガイドラインの適用範囲 

４．用語の定義  

５．安全管理規程の記載事項 

（１）経営トップのコミットメント  

（２）経営トップの責務  

（３）安全方針等  

（４）安全統括管理者 

（５）要員の責任・権限 

（６）情報伝達及びコミュニケーションの確保

（７）事故等に関する情報の報告等 

（８）重大な事故等への対応 

（９）関係法令等の遵守の確保 

（１０）安全マネジメント態勢を維持するため

に必要な教育・訓練等 

（１１）内部監査 

（１２）見直しと継続的改善 

（１３）文書の作成及び管理 

（１４）記録の作成及び維持  

６．安全マネジメント態勢の構築に向けての考

え方  

おわりに  

 

はじめに  

改訂にあたって 

１．ガイドラインの位置付け  

 

２．安全管理体制の構築・改善の意義と目的  

 

３．ガイドラインの適用範囲 

４．用語の定義  

５．運輸事業者に期待される安全管理の取組 

（１）経営トップの責務 

（２）安全方針 

（３）安全重点施策 

（４）安全統括管理者の責務 

（５）要員の責任・権限 

（６）情報伝達及びコミュニケーションの確保 

（７）事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用

（８）重大な事故等への対応 

（９）関係法令等の遵守の確保 

（１０）安全管理体制の構築・改善に必要な教育・

訓練等 

（１１）内部監査 

（１２）マネジメントレビューと継続的改善 

（１３）文書の作成及び管理 

（１４）記録の作成及び維持  

 

 

おわりに  

参考資料（取組事例集、小規模事業者向けガイド

ライン） 

 

旧ガイドライン目次 ガイドライン目次 

新旧ガイドラインの記載項目・構成 
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輸送の安全の確保の取組を活性化させ、より効果的なものとするためには、

経営トップが主体的かつ積極的に関与し、強いリーダーシップを発揮すること

が極めて重要であり、また、主に以下について取り組み、安全管理体制の構築・

改善を図ることが必要です。  

・ 安全方針の策定とその周知徹底  

・ 安全方針に沿った安全重点施策の策定とその推進  

・ 社内の横断的・縦断的なコミュニケーションの確保  

・ 事故、ヒヤリ・ハット情報等の収集・活用  

・ 安全管理体制に係る内部監査の実施  

・ 安全管理体制全般のマネジメントレビュー  

・ 上記一連の取組を適時、適切に推進するための、PDCAサイクル（計画の策定、

実行、チェック、改善のサイクル（Plan Do Check Act））の仕組みの導入と

その有効活用  

ガイドラインでは、運輸事業者に期待される取組として、下図の14項目を掲

げています。 

運輸事業者に期待される安全管理の取組項目 
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３ 運輸安全マネジメント評価の実施状況 

 

３．１ 評価実施回数 

 平成 21 年 10 月から平成 22 年 9 月までの間に、全国で運輸安全マネジメント

評価（以下「評価」といいます。）を実施した回数は、下表のとおりです。 

 

鉄軌道 索道 計 バス タクシー トラック 計 旅客 貨物 計

１回目 3 31 34 0 0 0 0 4 9 13 1 48

２回目 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 3 7

３回目 8 0 8 10 2 11 23 9 4 13 8 52

４回目 16 0 16 11 3 2 16 5 0 5 5 42

臨時 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2

計 30 31 61 21 5 16 42 18 13 31 17 151

１回目 1 20 21 0 0 0 0 30 1 31 52

２回目 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2

計 1 20 21 0 1 1 2 30 1 31 54

１回目 3 16 19 0 0 0 0 34 0 34 52

２回目 0 0 0 3 0 4 7 0 0 0 7

計 3 16 19 3 0 4 7 34 0 34 59

１回目 4 47 51 0 0 0 0 28 2 30 77

２回目 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 2

計 5 47 52 0 0 1 1 28 2 30 79

１回目 8 12 20 3 5 14 22 203 6 209 255

２回目 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 3

計 8 12 20 3 6 16 25 203 6 209 258

１回目 5 11 16 0 0 0 0 60 4 64 80

２回目 0 0 0 2 2 2 6 0 0 0 6

計 5 11 16 2 2 2 6 60 4 64 86

１回目 4 6 10 0 1 0 1 33 9 42 53

２回目 0 0 0 0 2 3 5 0 0 0 5

計 4 6 10 0 3 3 6 33 9 42 58

１回目 0 0 0 0 0 0 0 32 33 65 65

２回目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 32 33 65 65

１回目 0 6 6 0 0 0 0 73 6 79 85

２回目 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 2

計 1 6 7 1 0 0 1 73 6 79 87

１回目 0 2 2 1 0 0 1 109 17 126 129

２回目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 2 2 1 0 0 1 109 17 126 129

１回目 5 2 7 4 1 2 7 132 16 148 163

２回目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 5 2 7 4 1 2 7 132 16 148 163

１回目 0 0 0 0 0 0 0 47 2 49 49

２回目 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 47 2 49 49

32 122 154 14 13 29 56 781 96 877 0 1087

62 153 215 35 18 45 98 799 109 908 17 1238

合計

本省

北海道

東北

北陸信越

海運
航空

関東

評価実施機関 評価回数
鉄道 自動車

沖縄

地方小計

合計

中部

近畿

神戸

中国

四国

九州
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３．２ 評価結果 

 

（１）全般的な傾向 

運輸安全監理官室による評価の対象となっている約 135 事業者（以下「大

手事業者」といいます。）の傾向は、平成 18 年 10 月の制度導入以降、この 4

年間で以下のとおりです。 

① 安全方針 

安全に係る方針は、ほとんどの事業者において制度導入以前より作成さ

れていましたが、制度導入以降では、社員の安全方針に関する理解度の把

握・評価、定期的な内容の見直し等、安全方針の実効性を高めるための取

組が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 安全重点施策 

   安全重点施策（目標・取組計画等）は、ほとんどの事業者において制度

導入以前から作成されていましたが、制度導入以降では、施策の進捗・達

成状況の把握・評価、定期的な施策の見直し等、安全重点施策の実効性を

高めるための取組が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0
20
40
60
80
100

方針策定 理解度把握・評価 方針見直し

%

１回目評価

２回目評価

３回目評価

４回目評価

0

20

40

60

80

100

施策策定 進捗・達成状況の把握・評価 施策の見直し

%

１回目評価

２回目評価

３回目評価

４回目評価
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③ 情報伝達・コミュニケーション 

   制度導入後、組織内の横断的・縦断的な輸送の安全に係る情報伝達・コ

ミュニケーションの充実に向けた取組が行われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用 

   事故情報の収集・分析は、制度導入以前から行われていましたが、制度

導入後は、それを再発防止に活用する取組が進んでいます。 

また、ヒヤリ・ハット情報を収集し、それを未然防止に活用する取組、他

社事例を自社の安全対策に活用する取組等も進んでいます。 

0
20
40
60
80
100

事故情報の分析 再発防止策検討・実施 ヒヤリ・ハット情報活用 他社事例収集・活用

%

１回目評価

２回目評価

３回目評価

４回目評価

 

⑤ 教育・訓練 

  制度導入後、制度のコンセプトの理解を深めるための教育・訓練が実施

されており、技能教育の効果把握や見直しの取組も進んでいます。 

また、過去発生した事故体験共有の取組も進んでいます。 

 

 

 

0
20
40
60
80

100

社内イントラ整備・運用 目安箱等の設置 情報伝達等に係る改善の取組

%

１回目評価

２回目評価

３回目評価

４回目評価
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⑥ 内部監査 

   安全管理体制に係る内部監査は、制度導入当初、ほとんどの事業者で実

施されていませんでしたが、制度導入以降は、手順書の作成、監査体制整

備、監査要員に対する教育等内部監査に関する取組が進んでいます。 

0
20
40
60
80
100

監査手順書作成 監査体制整備 監査要員教育実施 内部監査実施

%

１回目評価

２回目評価

３回目評価

４回目評価

 

⑦ マネジメントレビュー・継続的改善 

マネジメントレビュー（安全管理体制全般の見直し）・継続的改善につい

ては、制度導入当初、ほとんどの事業者で実施されていませんでしたが、制

度導入以降は、実施体制・手法が確立され、マネジメントレビュー・継続的

改善に関する取組が進んでいます。 

0
20
40
60
80

100

見直し体制・手法整備 マネジメントレビュー実施 継続的改善体制・手法整備 継続的改善実施

%

１回目評価

２回目評価

３回目評価

４回目評価

 

0

20

40

60

80

100

安全コンセプト教育実施 技能教育の効果把握 技能教育の見直し 事故体験共有の取組実施

%

１回目評価

２回目評価

３回目評価

４回目評価
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（２）分野別の取組の傾向・特徴 

   大手事業者について、鉄道、自動車、海運及び航空各分野の制度に係る

取組の傾向・特徴は、以下のとおりです。 

①� 鉄道分野 

・ 全体的に制度に係る各種取組の水準が比較的高く、かつ、向上傾向にあ

る。 

・ 安全重点施策の達成・進捗状況を把握・評価する取組は、ほとんどの事

業者において実施されており、見直しの取組も高い水準で実施している。 

・ 自社の事故情報とともにヒヤリ・ハット情報を安全対策に活用している

事業者が増加しており、また、ほとんどの事業者において、他社事例の

収集・活用が実施されている。 

・ 技能教育の効果把握は、ほとんどの事業者で実施されており、見直しの

取組や事故体験共有の取組も高い水準で実施している。 

・ ほとんどの事業者が、安全管理体制に係る内部監査、マネジメントレビ

ュー（安全管理体制全般の見直し）・継続的改善に関する取組を実施し

ている。 

 ② 自動車分野 

・ 全体的に制度に係る各種取組の改善は進んでいるが、更なる改善の余地

が大きい事業者も一部あり、特に、輸送の安全に関する PDCA サイクル

の C・Aにあたる取組の改善が、今後期待される。 

・ 自社の事故情報とともにヒヤリ・ハット情報を安全対策に活用している

事業者が増加しており、また、他社事例の収集・活用の実施も増加傾向

にある。 

・ 事故体験共有の取組は、大きく増加傾向にある。 

・ ほとんどの事業者が、安全管理体制に係る内部監査、マネジメントレビ

ュー（安全管理体制全般の見直し）・継続的改善に関する取組を実施し

ている。 

 ③ 海運分野 

・ 全体的に制度に係る各種取組の改善がなされているが、ＩＳＭ（国際安

全管理システム）を認証取得している事業者以外の事業者については、

更なる改善の余地が大きい事業者もあり、特に、輸送の安全に関する

PDCA サイクルの C・Aにあたる取組の改善が、今後期待される。 
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③ 大手事業者については、更なる輸送の安全性の向上を図るため、例えば、

以下のような取組を積極的に実施していくことが期待されます。 

・ 経営トップの主体的関与を継続し、かつ深めていくこと 

・ 安全意識調査を実施し、分析を行い、見出された課題を踏まえ、安全に

関する取組へ反映させること 

・ 組織内における安全方針に対する理解を更に向上させるとともに、その

理解度を詳細に把握・分析し、その結果を踏まえ、安全に関する取組へ

反映させること 

・ 輸送の安全に係る課題・弱点を詳細かつ具体的に把握し、それら課題等

の解決・改善に向けた目標と取組計画を安全重点施策に盛り込むととも

に、その進捗・達成状況を把握・評価しながら当該重点施策を効果的に

進めること 

・ 情報伝達及びコミュニケーションの活性化が更に図られるよう、情報伝

達の手法、体制整備等の見直し・改善を継続的に行うこと 

・ 実施した事故の再発防止策及び未然防止策の効果・検証、事故情報等の

背後要因分析手法の高度化を図るとともに、事故、ヒヤリ・ハット情報

等の収集・活用の取組の趣旨・実施方法等の理解を深めるための教育・

訓練の実施等、事故情報等の収集・活用の取組の充実・強化に向けた業

務環境整備を図ること 

・ 運輸安全マネジメント制度に関する教育を含め各種教育・訓練の効果・

有効性を具体的かつ詳細に把握し、その結果を踏まえ、当該教育・訓練

の取組の見直し・改善を行うこと 
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・ 内部監査自体の有効性の把握・検証、内部監査要員の監査に必要な技量

の把握・検証等を踏まえた、内部監査の取組の充実・強化を図ること 

④ 事業者の実態に応じたより適切で効果的な評価業務の遂行に向け、研修

等の充実により、評価員に対する必要な技量を更に向上させる必要がありま

す。 

⑤ 事業者の自主的な安全管理体制の構築・改善への取組を促すため、事業

者の協力を得つつ、質の高い安全情報（取組事例、事故情報等）を的確に収

集し、ホームページのへ掲載やメルマガ等で効果的に提供・発信していく必

要があります。 
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４ 運輸安全マネジメント評価を受けた事業者の皆様の声 

 

４．１ 評価実施事業者に対するアンケート調査集計結果 

 国土交通省では、運輸安全マネジメント制度をより適切に推進する

ために、評価実施事業者に対し評価終了後にアンケート調査を実施し、

郵送で運輸安全政策審議官あて回答を頂いています。 

事業者の皆様のご協力に厚く御礼申し上げるとともに、今後、運輸

安全マネジメント制度の更なる改善に向け努めて参ります。 

【アンケートの要領】 

評価の実施状況などに関するアンケート20項目に対して、「1 非

常に適切である」、「2 概ね適切である」、「3 適切である」、「4

 やや不適切である）」、「5 非常に不適切である」の5段階から、

被評価事業者が回答するものです。 

（「8．5 運輸安全マネジメント評価に関するアンケート調査票（サ

ンプル）」を参照願います。） 

【対象事業者】 

平成21年10月から平成22年9月までの間に運輸安全調査官が評価

を実施した事業者  

【回収数】77社 

  

アンケート調査の結果概要は以下のとおりです。 

なお、アンケート調査の詳細結果については、「8．6 運輸安全マ

ネジメント評価に関するアンケート集計結果一覧」を参照願います。 

 

（１）評価の準備について 

評価準備に関する各設問については、「非常によく理解できた」

などの肯定的な回答が約9割でした。 

今後とも事業者の皆様の評価に対する理解をより深めていただ

くため、事前説明、事前手続き等を適時・適切に行うこととしてい

ます。 

（２）評価の負担について 

 ① 評価日程や時間帯については、「非常に適切」、「やや適切」

との回答が約9割でした。 
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一方、「どちらともいえない」「やや不適切」「非常に不適切」

との回答が１割程度あることから、被評価事業者の業務状況等を

勘案し、極力、事業者の皆様のご負担にならないような日程・時

間帯を計画し、評価を実施することとしています。 

 ② 評価を行った当省職員の人数については、「適切である」との

回答が約7割でした。 

一方、「やや多い」との回答が2割程度ありました。 

従来から運輸安全調査官が実施する評価の場合、評価チームは3

名を基本としていますが、事業形態や時間構成の関係、また、運

輸安全調査官の評価状況のチェックや技量の向上のため、事前に

調整したうえで幹部を含めた職員が評価に参加又は立会う場合も

ありますので、この点、ご理解いただければと考えています。 

 ③ 評価でのインタビューに係る事業者の業務負担については、「や

や大きい」との回答が約3割でした。 

今後、インタビュー内容の重点化を図るなど、今まで以上に適

切かつ効率的なインタビューを実施することとしています。 

（３）評価の実施について 

評価を行った運輸安全調査官の評価の状況や評価結果について

は、全設問ともに「非常によく理解できた」などの肯定的な回答

が約9割でした。 

今後とも、評価員の評価に係る技量の向上を図り、事業者の皆様

にとって、より充実した評価が実施できるよう努めることとして

います。 

（４）制度導入後の変化等について 

制度導入以降の安全に関する意識の変化の有無については、安全

を「十分意識するようになった」「概ね意識するようになった」

との回答が約9割でした。 

また、本制度について、「非常に有効である」「やや有効である」

との回答が約9割でした。 

更に、制度導入後の安全に係る取組の変化、改善、充実した点の

有無については、「ある」の回答が約8割でした。 

安全に係る取組の変化、改善、充実した点の主な事例としては、

以下のような回答がありました。 
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  ・ 経営トップを含め経営管理部門の安全に対する意識が向上し、

現場第一線の意見に耳を傾ける管理者が増えた。 

  ・ 各種の業務について、PDCAサイクルに基づいて、実施、検証

するようになった。より明確に安全投資に反映されるようにな

った。 

  ・ 現場の声が届くようになり色々な問題点が改善できるように

なった。また、社員全員の安全に対する意識が向上した。 

  ・ 安全のためのコミュニケーションが、本社経営管理部門と現

場との間で以前よりも行われるようになった。 

  ・ 事故や事故の芽、ヒヤリ･ハット情報の収集が促進され、情報

が水平展開されるようになったほか、事象に対し責任追及から

原因追求に力点が置かれるようになった。 

  ・ 内部監査を実施することで、部門による取組レベルを一定に

することができた。また、客観的な指導アドバイスを実施する

ことで安全管理体制が一層向上した。 

（５）運輸安全セミナーの要望について 

国土交通省では、平成20年8月から事業者の安全担当者等の方々

を対象とした少人数の運輸安全セミナー（ガイドラインの解説、

内部監査等）を実施していますが、当該セミナーの参加希望につ

いて、「参加したい」「テーマに限って参加したい」との回答が

約9割でした。 

また、参加したいセミナーの内容としては、以下の要望がありま

した。 

・ モード別のリスク管理に関するセミナー 

・ 内部監査の具体的手法に関するセミナー 

・ 内部監査員の資質向上に関するセミナー 

・ 経営管理部門に対する安全教育に関するセミナー 

・ マネジメントレビューと継続的改善に関するセミナー 

今後とも、事業者の皆様の要望等を踏まえ、継続的に運輸安全セ

ミナーを開催するなど、事業者の皆様の安全に関する取組の支援

活動を積極的に展開していくこととしています。 
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４．２ 評価に対するご意見、ご要望等 

アンケートの自由記入欄を通じて、事業者の皆様から様々なご意見、

ご要望等を頂きました。主なご意見、ご要望等は以下のとおりです。 

 今後、国土交通省では、事業者の皆様から頂いたこれらのご意見、

ご要望等を踏まえつつ、評価手法等の見直し・改善を含め、制度の充

実・強化を図ることとしています。 

 

（１）評価制度全般について 

・ 各管理者の異動、大きな事故、インシデントがない場合は評価

期間の延長をしてほしい。 

・ 運輸安全に関するシンポジウムや各種セミナーを積極的に開催

して、事業者に対する情報発信と情報提供をしてほしい。 

・ 地方運輸局で数多くセミナー等を開催してほしい。 

・ 本制度を通じ、管理部門はもとより現場まで一体となった安全

文化を構築するために、バランスの良い行政指導をしてほしい。 

・ 他社の優良事例等安全管理体制の充実を図るために情報提供を

してほしい。 

（２）評価の実施方法等について 

・ 評価の機会を利用して、行政と事業者との意見交換の場を設け

てほしい。 

・ 各社の特性に応じた評価のあり方について配慮してほしい。 

・ 他社の安全に関する取組事例を参考にしたいので、事業者を紹

介してほしい。 

・ 2日で実施している運輸安全マネジメント評価を1日で終了させ

てほしい。 

（３）その他運輸安全行政について 

・ 中小業者に対する評価を実施して、業界全体が安全指向となる

ように指導してほしい。 

・ 安全性を確保するために、運輸安全マネジメント評価対象事業

者以外にも評価を実施してほしい。 

・ 安全施策には多大な設備投資が伴うので、助成金制度等の拡充

を検討してほしい。 

・ 輸送の安全のために、荷主側にも目を向ける行政主導による抜

本的な改革をしてほしい。 
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５ 運輸安全マネジメント制度に詳しい有識者の声 

 

 運輸安全マネジメント制度の推進にご参画、ご協力いただいている有識者か

ら頂いたメッセージを紹介します。 

 

中小・零細企業への運輸安全マネジメント制度の導入を期待する 

財団法人労働科学研究所所長 酒井一博

 

成果隆々 

 運輸安全マネジメント制度の導入によって、数多くの成果が目に見えて得ら

れたことに拍手喝采。各方面の尽力に敬意を表したい。 

 本制度は、経営トップのコミットメントと、現場の全員参加、これが一つの

組織の中で両輪となって運輸安全の向上をめざすところに特徴がある。こうし

た発想と実践は、制度がスタートするまで、運輸業界においてほんのひと握り

の先進企業をのぞいて、無いに等しい状態だった。 

しかし、運輸安全監理官室を立ち上げ、精力的な「評価」活動を実施した結

果、みるみるうちに成果をあげたことは、「実施状況」報告をみれば一目瞭然

である。もちろん、ガイドラインの策定と改良をはじめ、丁寧でわかりよい評

価結果を、その都度提示するなど、地道な活動によって企業内の取り組みを促

したことも、本制度の定着を早めたに違いない。企業において、監査ではなく

評価という位置付けの理解がすすんだことも大きな成果だと見たい。第三者の

目からみれば、行政と民間企業との関係が本制度の運用によって、変化してい

るように感じられる。 

 

フェーズ・チェンジ 

 2006 年 10 月に本制度が導入されてから、丸 4 年が経過した。そろそろ制度

自体の見直しがあってもよいように見ている。航空、海運、鉄道、自動車の輸

送モードによって、業界の構造が異なるので、一律的な見直しが必要であるか

どうかについては、検討の余地がある。筆者がとくに関心をもつ自動車運送事

業においては、一部の大企業と、大多数の中小・零細企業では、運輸安全への

取り組みレベルに大きな差のあることは、周知の事実である。もちろん、大企
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業が本制度を活用することによって運輸安全がさらにすすむことは、望むとこ

ろである。この間に培った運輸安全マネジメントのマインドは、ぜひ、中小・

零細企業にも伝承してほしいと強く願う。しかし、同じスキームで、中小・零

細企業の運輸安全マネジメントが普及するとは考えにくい。そこで、どうする

か。ここ１、２年が、フェーズ・チェンジのタイミングと見たい。 

 本省（運輸安全監理官室）と地方運輸局が直接「評価」する方式では、評価

対象をこれ以上増やすことは相当に難しい。そうみると、このままの状態が継

続するだけでは、先が見えてこない。評価のスキームをかえないと、中小・零

細企業にはマネジメント導入の光があたらないまま長年月を経過してしまう

危険性がある。筆者が期待するのは、次の 3項である。 

 第 1 は、中小向けの評価システムの開発と、それを実践する第三者機関の育

成についてである。何度もいうように、国が法律にもとづき主導する運輸安全

マネジメントの導入は成功しているが、時折、そもそも国が行う事業なのかど

うか、気持ちが揺れることもある。そういいながら、これまでの成功は、国（行

政機関）と企業との関係や実績などにもとづく信頼関係があるからに違いな

い。第三者機関をつくったところで簡単に成功する保証はどこにもない。しか

し、中小零細企業を巻き込むには、国の力を担保しながらも、第三者機関によ

る「評価」制度の開発にかかっている。 

 第 2 は、トラック業界にみられることであるが、荷主（発注元）、元請（運

送大企業）と、下請、しかも何層にも連なる中小・零細企業群といったような

重層構造を有している。この「たての構造」を活用したマネジメント制度の普

及の可能性を追求したいと考えている。 

 第 3 は、中小・零細企業に、運輸安全に向けた自己回転をはじめる初期ドラ

イブをどうやってかけるかがとても重要である。本制度を継続しながら、中

小・零細企業によくあった評価システムの開発が正攻法だが、たとえば、全員

参加で、好事例の共有を図るようなまったく異なった手法開発も必要になるか

も知れない。 
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「形」から「有効性」の評価へ～「安全文化」の構築に向けて～ 

 

弁護士・博士（人間科学） 岡本 満喜子

１．究極の目的「安全文化」 

運輸安全マネジメント制度は、経営トップのリーダーシップのもと、ＰＤ

ＣＡサイクル（計画の策定、実行、チェック、改善）を回すことで安全への

取組みを継続的にレベルアップし、会社に「安全文化」が根付くことを究極

の目的としています。 

  「安全文化」にはいろいろな定義がありますが、「全員で『安全最優先』

の意識を持ち、その意識に従って行動する」ことといえるでしょう。 

 この「安全文化」は、組織の構成員が①報告する、②ルールを守る、③学

習する、④変化に適切に対応することで作られるとされます。この 4つの項

目に対応した取り組みは、安全マネジメント制度が導入されて以来、多くの

事業者ですでに導入・実施されていると思われます。例えば、①事故やヒヤ

リ・ハット情報の報告・活用や、②コンプライアンス体制の確立に向けた取

組みも進んでいます。③安全教育も多くの事業者で実施されていますし、④

変化への対応はまさにＰＤＣＡそのものといえるでしょう。このように、安

全文化を創る取組みは多くの事業者で実施されていますが、うまくいく場合

もそうでない場合もあるというのが現状ではないでしょうか。  

 

２．組織の「安全文化」が個人に及ぼす影響 

 現場で運転する 1人 1人が、十分な運転技術と法令の知識を身につけてい

ることは、安全の基本です。 

では、技術と知識さえあれば事故は防げるのでしょうか。北欧の調査では、

雪道運転の練習をして技術が向上した若者の方が、スリップ事故をよく起こ

すという例がみられました。これは、運転技術の向上より「いいところを見

せたい」気持ち、つまり運転への姿勢の影響が大きいためといわれます。こ

のように、運転への姿勢に無理があれば、技術があっても事故につながりま

す。 
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そして、運転への姿勢は、運輸事業者の場合、まさに仕事への姿勢・意欲

といえるでしょう。この仕事への姿勢・意欲は、会社の雰囲気に大きく左右

されます。つまり、会社の雰囲気が「堅いこと言うな」「都合の悪いことは

隠す」であれば、「楽をしたい」から面倒なルールは守らない、「厄介なこと

に巻き込まれたくない」からエラーは報告しないというように取組みの程度

が低下し、いくら安全の知識・技術があっても十分発揮できなくなるおそれ

があるのです。運輸安全マネジメント制度が経営トップの姿勢や安全文化を

強調するのは、このような理由のためです。 

 

３．制度・対策を「機能」させるには 

  運輸安全マネジメント制度導入から丸 4年が経過し、安全文化を構築する

社内制度や対策など「形」は相当整ってきたと思われます。今後、運輸安全

マネジメント評価を行う側として、いろいろな制度や対策が有効に「機能」

しているかを重点的に見ていただきたいと思います。 

  例えば、「報告する」制度を作っても、「余計な仕事が増える」「嫌なこと

は忘れたい」「自分や同僚が処罰される」というミスやエラーの報告を妨げ

る要因があります。そのような要因をきちんと分析して、個別の対策につな

げていくことが大切と思われます。また、ヒューマン・エラーの報告につい

ては、法律上の「過失犯」処罰の問題と関連します。このように、安全性を

有効に機能させるには、社会全体で考える問題もあると思います。 

 「安全文化の構築が大事」とはいえ、組織や対策のあり方が画一的になる

必要はありません。例えば、地方によって様々な郷土料理や地酒があったり

独自の祭事があるように、会社によって文化の多様性があることが望ましい

でしょう。その文化が、大きな所で「安全」を目指していることを願ってい

ます。 
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６ 運輸安全マネジメント制度の更なる充実・強化に向けて 

 

 これまで運輸安全マネジメント評価を実施した事業者の皆様をはじめ関係各

位から頂いたご意見、ご要望やこれまで実施した評価結果を踏まえ、運輸安全

マネジメント制度の更なる充実・強化のため、下記の取組を推進していくこと

としています。 

 

（１）運輸安全マネジメント評価の一層の推進 

運輸安全マネジメント制度を導入して 4 年が経過したところですが、本

制度は、事業者自らが本制度のコンセプトを理解し、納得し、安全性の向上

に向け高い意識を持って積極的に取り組むことで、更なる輸送の安全性の向

上が図られるものです。 

このため、大手事業者に対しては、過去の評価結果をもとに事業者の特

徴や性質を踏まえて評価の重点項目を決定すること、安全管理の取組が進ん

でいる場合は評価の実施間隔を延長すること等により、効率的かつ効果的な

評価を実施するとともに、1回目の評価を実施していない小規模事業者に対

しては、早期に評価が実施できるよう努めることとしています。 

（２）安全管理体制の構築・改善に関する事業者の支援活動の推進 

国として、事業者への安全管理体制の構築・改善に関する支援活動を推

進するべく、運輸安全シンポジウム、運輸安全セミナー等の開催、本制度に

係る周知資料の作成・公表等により、今後も引き続き、本制度の一層の浸透・

定着に努めていきます。 

また、各業界団体その他関係機関と連携を図り、本制度の浸透・定着に

向けた活動を効果的に行うよう努めていきます。 

更に、事業者自らによる安全管理体制の構築・改善の取組を高め、支援

していくため、例えば、 

・ 事業者に対する運輸安全取組事例等の積極的な収集、効果的な提供体制の

充実 

・ 安全管理の取組が進んでいると認められる事業者に対する評価実施間隔を

延長する措置の実施 

・ 「ガイドライン」、「小規模事業者用ガイドライン」、「実施要領」等の

継続的な見直し及び必要に応じた改正の実施 
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・ 評価の運用に関わる文書管理、評価実績に関わるデータ管理、地方局との

連絡体制の整備等についての改善                     

等の施策を引き続き検討していきます。 

（３）評価に係る技量の向上と体制の充実 

公正かつ適切な評価の実施は、評価業務に従事する評価員の本制度に関

する知識、技能、知見等の技量に委ねられるところが多いことから、評価員

に対して実施している研修等の内容の見直し・改善、新規の教育・訓練の導

入、評価を効果的に行うための参考事例等の情報の収集・共有の促進等、評

価員の評価に関する技量の充実・強化を引き続き図っていきます。 

特に、地方局職員に対する運輸安全マネジメント研修の充実及び合同評

価の継続的な実施等、地方局職員の評価に関する技量を向上させるための取

組を引き続き強力に推進します。 
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７ 学識経験者からのヒューマンエラー・マネジメント活動の紹介 

 

ヒューマンエラー・マネジメント活動の紹介 
－組織における安全意識向上のための PDCA サイクルの実践－ 

 
慶應義塾大学 理工学部 管理工学科 

岡田有策 
1. はじめに 

 
安全管理や品質管理上のトラブルを引き起こすヒューマンエラーを防止する

ための仕組み、すなわちヒューマンエラー・マネジメント・システムを確立す

ることは、現在の企業・組織における重要な課題の一つである。ヒューマンエ

ラーを防止するためには、過去におけるトラブルを詳細に分析し、そのトラブ

ルの再発を防ぐ（再発防止）だけでなく、将来におけるトラブルの発生可能を

抑制させること（未然防止）にまで拡張されなくてはならない。しかしながら、

自らの組織のヒューマンエラー・マネジメントの現状を把握しなくては、組織

の状態に合わない対策の導入・実施がなされ、対策が有効に機能しないことに

なりかねない。また、トラブルが発生した部署内だけでの対策に留まらず、組

織全体に報連相されていき、各部署での活動に取り込まれていくことも重要で

ある。そのためには、ヒューマンエラーに対する正しい理解、ヒューマンエラ

ー防止活動の内容などが、特定の部署だけでなく、組織全体で共通認識されて

いなくてはならない。 
すなわち、組織におけるヒューマンエラーに関わる安全管理活動に関する理

解・意識の状態を把握し、その状態の改善を図ることで、組織における安全に

対する風土・文化を醸成させることが、様々な安全管理活動の実質を高めるこ

とになる。そのためには、従業員すべての意識を把握し、その意識の根底にあ

る、安全管理活動に関わる不信・不満要素を丁寧に改善し、従業員の満足度を

高めていくことが重要である。 
そこで、岡田研究室では、ヒューマンエラーに対する基本的理解、およびヒ

ューマンエラー防止活動に関する調査項目（7 分類 55 項目、表 1）によって、

組織における従業員すべての意識を調査する方法を準備した。本稿では、その

調査結果の一例と、その調査結果をもとに、現在いくつかの企業で実践してい

る「安全意識向上のための PDCA」について紹介する。 
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2. ヒューマンエラーに関わる安全管理活動に対する意識調査結果 
 
 調査は、対象組織における従業員すべてを対象としており、その結果を、7 つ

の分類毎に、まず図１のように、5 つの階層に分けて評価を行う。図 1 にある企

業において実施した一例を示す。この 5 つの階層において、赤色の階層が「全

く理解していない、全く納得できていない」、橙色の階層が「ほとんど理解して

1% 1%

5%

54%

39%

東武全体 部長、管区長、所長、センター長

0‐20

20‐40

40‐60

60‐80

80‐100

基本概念 0% 3%

16%

69%

12%

東武鉄道全体 助役、職場長、係長

0‐20

20‐40

40‐60

60‐80

80‐100

基本概念 0% 4%

34%

55%

7%

東武鉄道全体 主任、所員、車掌、運転士

0‐20

20‐40

40‐60

60‐80

80‐100

基本概念

3%

10%

44%
31%

12%

東武全体 部長、管区長、所長、センター長

0‐20

20‐40

40‐60

60‐80

80‐100

雰囲気

12%

26%

38%

20%

4%

東武鉄道全体 主任、所員、車掌、運転士

0‐20

20‐40

40‐60

60‐80

80‐100

雰囲気3%

22%

47%

24%

4%

東武鉄道全体 助役、職場長、係長

0‐20

20‐40

40‐60

60‐80

80‐100

雰囲気

15%

18%

33%

29%
5%

東武鉄道全体 主任、所員、車掌、運転士

0‐20

20‐40

40‐60

60‐80

80‐100

事故報告2%

11%

36%43%

8%

東武鉄道全体 助役、職場長、係長

0‐20

20‐40

40‐60

60‐80

80‐100

事故報告1%

6%
21%

52%

20%

東武全体 部長、管区長、所長、センター長

0‐20

20‐40

40‐60

60‐80

80‐100

事故報告

11%

18%

48%

22%

1%

東武鉄道全体 主任、所員、車掌、運転士

0‐20

20‐40

40‐60

60‐80

80‐100

再発防止1%

10%

52%

34%

3%

東武鉄道全体 助役、職場長、係長

0‐20

20‐40

40‐60

60‐80

80‐100

再発防止1%

7%

30%

56%

6%

東武全体 部長、管区長、所長、センター長

0‐20

20‐40

40‐60

60‐80

80‐100

再発防止



35 

 

いない、納得できていない」、黄色の階層が「理解できていない、納得できてい

ない部分がある」という回答を出した人たちである。もし、調査項目の内容を

実施していない企業であるなら、この 3 階層しか現れないことになる。しかし、

ほとんどの企業では、調査項目に関する安全管理活動は、（その活動内容の差は

あるにせよ）実施されている。そのことは、図 1 における、すべてのグラフに

おいて、「十分理解し、納得して活動している」という緑色の層、「理解し、納

得し活動している」という青色の層が存在していることでわかる。 
 つまり、組織において実践されている安全管理活動に関して、組織内のコン

センサスがとれておらず、ある人たちは“しっかりと活動できている”と理解

しているにも関わらず、他の人たちは、“活動はできていないし、どうしてその

ような活動をするのかわからない”という状態にあるといえる。この点は、本

社管理部門、現場監督者と現場作業員と比較するとよりその意識レベルの違い

が明らかになる。たとえば、安全に関わる情報を報告しやすい雰囲気にあるか

という内容に関する回答結果では、現場作業員では、監督者の 2 倍程度、「理解

できていない」層がふくらんでいる。この原因としては、叱責による事後の効

果を知らず、期待できないことが、叱責対象行為の代表である失敗行為を報告

したくないという意識へとつながったと考えられる。叱責は悪いことではない。

しかし、それは、叱責する相手が、叱責が自分の成長に寄与しているとか、叱

責する人が自分の成長を期待しての行為であるといった認識を持ってくれない

と意味がなくなってしまう。叱責によって、自分の弱点を客観的に知り、次へ

の糧とできたという経験をもてれば、あのとき強く叱っていただいたおかげで

という考え方を持つことができる。そうなれば、叱責されるようなことをしな

いようにとは思えても、叱責されるようなことを隠そうという意識が強まるこ

とにはならない。したがって、雰囲気に関する意識のずれを改善するためには、

従業員の心理を考えた、丁寧な指導、コミュニケーションを図っていくことが

必要である。特に、叱る相手だけでなく、叱っていない他の従業員の心理を考

えていくことが大事である。叱られ慣れてない人間ほど、上述した叱られるこ

とへのネガティブな意識を持ちやすいからである。 
 また、インシデント・ヒヤリハット事象の収集に関しても、理解のずれは出

やすい。たとえば、現場では、“対策がトラブル当事者の反省や、当事者を含む

部署の意識改革だけになっている”といった理解をされてしまっていることが

多い。これは、事象の収集において、報告内容が、単にどんな事象が発生した

か、といった表面的にわかる情報だけになってしまい、現場レベルでの対応が
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注意喚起・確認励行に偏ってしまっていることによる。 
したがって、ヒヤリ・ハット事象の誘因・要因を的確に導くような体制に移

行させ、実施対策が、現場の作業・活動を支援し、従業員の働きやすさを向上

させることになるように仕組みを変えていくことが望まれる。 
 このように、意識調査を行うことで、各企業において、実施されている諸活

動に対する現場レベルの理解・納得の状況を把握することができる。そのこと

で、安全管理部門や経営層との意識のずれも顕在化する。調査によって明らか

になった意識のずれを、改善していくためには、上述したように、意識のずれ

の原因を丁寧に分析し、その原因を排除するような活動を実践していくことが

必要である。 
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 なお、本調査、これまでに、製造業、運輸業、医療分野におけるいくつかの

組織体に対して行ってきた。参考までに、各業界の組織において安全管理活動

の理解が低い人たちの割合を、基本概念、雰囲気、事故調査、再発防止の 4 点

に絞って、まとめたものを図 2 に示す。これらを俯瞰すると、①企業規模が小

さいほど、全般的に安全活動に関する意識が低い、あるいは否定的な層が広が

る、②顧客へのサービスを含む業種・部署では、エラーを個人レベルの問題事

象と捉える傾向が強く、組織としての安全管理活動への理解が乏しい人たちが

少なくない、③労働安全を対象とする組織では、安全管理活動への理解は高い

が、機械安全レベルでの対応にウェイトが置かれやすいといった傾向が伺える。

しかし、これらの傾向も組織・部署が異なれば違う特徴を示すことも多く、各

部署の風土、各部署のトップの安全管理への取り組み方、管理者への安全研修

の内容などによる影響も大きいと言える。 
 

3.  安全管理活動に対する従業員の意識向上のための PDCA サイクル 
 

現在、安全活動に関する管理者と従業員との意識のずれを縮小させることを

狙いとした、安全管理活動に対する従業員の意識向上のための PDCA サイクル

のフレームワークを作成している。この安全管理活動に対する従業員の意識向

上のためのPDCAサイクルは、次の4つのステップを基本フレームとしている。 
 
Step.1【Plan】意識調査結果をもとに、行動計画を策定する。組織全体及び各部

署における管理者と従業員の安全管理活動に対する理解・意識について

調査し、差異が生じている活動を抽出し、その差異の生じた原因を抽出

し、その結果をもとに意識のずれを縮小させるための課題・行動目標を

各部署で策定する。 
 
Step.2【Do】 Step.1 で策定した行動計画を現場主導で展開していく。この際、

計画された行動期間にとらわれず、現場の主観をもとに、随時行動内容

の見直しも行っていくことが望ましい。つまり、小さな PDCA サイクル

を部署単位で行うことを、この Step.2 に包含する体制で行う。特に、

次の 5 つに重点を置く。 
≪Followership≫作業員およびチーム全体によるチームリーダー支援を

行い、リーダー依存型の体質改善を図る 
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≪Flat Organization≫実施の主体・責任の明確化と、実施に関わる無駄な

事務処理を排除する 
≪Fast Response≫最前線の作業者からの提案・疑問を適宜集約する体制

とすると共にそれに対する管理者側の対応の即時性を高める 
≪Frank Communication≫ボトムアップ型のコミュニケーション体制を

確立させ、最前線の作業者が考えるような仕組みにする 
≪Flexible Sense on Value≫多様な価値観を踏まえた組織運営、管理者教

育を行う 
 

Step.3【Check】部門管理者による行動計画の評価を行う。ただし、事故件数な

どの負の評価や、現場の感覚に合わない数値目標との照合などではなく、

管理者および現場それぞれの主観に即した、現場中心型の評価を実践す

る。 
 
Step.4【Action】安全意識調査を再実施し、その結果をもとに、各部署で実践さ

れた活動全体を俯瞰した評価を行うとともに、組織の安全統括者により、

次タームにおける組織としての戦略を決定する。この後、再び Step.1
に戻り、決定された戦略に基づき、各部署は、あらためて活動計画を策

定する。 

 
 現在、札幌市交通局、東武鉄道株式会社、東京地下鉄株式会社で、この PDCA
サイクルに沿ったマネジメント活動を展開している。その中で、たとえば 

◆ 計画段階（P）では、トラブル事象を、お客様の安全・安心に関する情報

という位置づけにし、従業員のネガティブな意識の緩和に取り組む。 
◆ 計画段階（P）では、現場作業員と本社とのコミュニケーション体制の見

直しを図るとともに、安全部門による部署横断的な情報連携体制を構築す

る。特に、現場作業員の意見が言いやすい雰囲気、体制を視野にいれ、作

業員の個性を踏まえた、多様なコミュニケーション方法の実践を検討す

る。 
◆ 実行段階（D）では、従業員の働きやすさ、満足、誇りを高めるための活

動が、ヒューマンエラーに関わる安全管理活動の本質であるとの啓蒙活動

を広く行い、現場レベルで、4S 活動をベースに、業務改善、作業改善を

ヒューマンエラー防止と連動させるように進める。 
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◆ 評価段階（C）では、顧客満足評価と連動させ、安全管理活動の実践が、

顧客満足を高めることが見えるようにする。［顧客満足があがることは、

多くの従業員にとって、自らの仕事に対する矜持を高めることになる。そ

のことが、各種安全活動に対するさらなるモチベーション向上に寄与する

ことが期待できる。］ 
◆ 改善段階（A）では、現場中心的な安全管理活動の実践体制を確立させ、

安全管理活動が安全管理部門だけが行うものではないという意識をもっ

てもらうとともに、各部門の現場の力を統合させ、企業全体の安全性向上

につなげる仕組みへの移行を実践する。 
といったことを、各現場の特徴、価値観などに即して、具体化させるように

している。特に、現場管理者との議論の機会を設け、意見交換を行うことをも

とに、現場が納得できる活動を計画・実践するように進めている。戦略レベル

はトップが意思決定するが、戦術レベルは現場に委ねるという、戦略・戦術の

棲み分けを行うことにより、現場からの積極的発案をより促進させている。 
 

4. まとめ 

 
ここでは、組織における

ヒューマンエラーという観

点からの安全活動状態の認

識・理解を評価した例を紹

介した。作業環境・現場の

風土・組織の文化といった

ことを改善していき、組織

全体でトラブルを誘発させ

た人間の行動の背景にある

要因を改善し、『トラブルに

つながりやすい行動を、トラブルにつながりにくい行動へ』としていかなくて

は、ヒューマンエラーによるトラブルの発生可能性を下げることは難しい。 

現場のモチベーションが低い対策は、どんなに効果が期待される対策でも機

能しない。したがって、安全管理活動は、安心して働きやすい、働きがいのあ

る職場をつくることを基本とするべきであると考える。現場の理解や納得、満

足に軸足を置いた安全管理活動を地道に継続していくことによって、従業員満

円滑なコミュニケーション

作業効率に応じた動線

理解しやすい表示

無駄の削減
疲労の軽減

「まちがい」の軽減

円滑な対応

技術・知識の習得

対策の充実

信頼の向上
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足さらには顧客満足も高め、そして結果として安全に対する風土・文化が醸成

されていく。今後も、現場中心、従業員満足という視点に立った安全管理活動

の実施の支援を行い、少しでも社会における安全・安心に貢献できればと考え

ている。 

 

 

 

 

 

1 自分はヒュマンエラーをしないと思う。

2 ヒューマンエラーはスキル(能力)が低いからだとと思う。

3 ヒューマンエラーを起こしたとき、できれば隠したいと思う。

4 ヒューマンエラーの原因は、エラーを起こした人のせいだと思う。

5 うっかり、ぼんやりは、本人の責任であると思う。

6 本人の努力で、ヒューマンエラーはなくなると思う。

7 ヒューマンエラーの防止対策は、ミスを犯さない人作りだと思う。

8 ヒューマンエラーをしたとき、運が悪かったと思う。

9 ヒューマンエラーやトラブル報告書を書くのは面倒で、必要最小限しか書かない。

10 なぜ、トラブルになっていない事象の報告書まで書かされるのかわからない。

11 ヒューマンエラーの研究をする学問分野があることは知らない

12 安全やヒューマンエラーに関する講演や講習を受けたことがない

13 ヒューマンエラーに関する調査は、時間のむだであり、できればしたくない

14 ヒューマンエラーの分析の目的がわからない

15 ヒューマンエラーの原因分析はしていない。

16 再発防止だけしていれば十分である

17 現在行っているヒューマンエラー防止活動で十分である

18 他社のヒューマンエラー防止活動には興味がない

19 ヒューマンエラー防止活動は、個人で考え、対処すべき問題だと思う

20 ヒューマンエラーを、組織として、マネジメント(管理)する必要などない。（あるいは、余裕がない）

表１　ヒューマンエラー防止活動に関わる意識調査に用いる項目（その１）

評価分類 調査項目

基
本
概
念

ヒ

ュ
ー

マ
ン
エ
ラ
ー

に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
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21 あなたの部署では、ヒューマンエラーをした人を（理由を問わず）叱ることはない。

22 あなたの部署では、エラーを起こしたことに（理由を問わず）懲罰を与えることはない。

23 あなたの部署では、エラーを起こした人を、さげすむ風潮はない。

24 エラーを報告し易い雰囲気がある。

25 エラーやトラブルの原因追求が、「責任の追求」になってしまうことはない。

26 業務点検（確認）を行う際、ただ、レ点を付けるだけのチェックにはなっていない。

27 チェック項目に重み付け・重要度の差が付けられている。

28 チェックリストが適切な規模（作業量）になっているか、定期的に管理している。

29 業務点検（確認）の内容・項目について、定期的に見直している。

30 チェックする人が作業内容・作業者の特性など、今の現場を熟知している。

31 チェックする人と現場とのコミュニケーションが図られている。

32 チェックミスと現場でのエラーとを区別している。

33 チェックで発見したエラーやミスを現場に詳細にフィードバックしている。

34 チェックする人の研修期間は十分にとられている。

35 チェックする人のスキル(能力)の差はほとんどない。

36 トラブル事例の分析が、トラブル当事者の報告だけをもとに行われることはない。

37 管理者が自ら、トラブル発生現場に足を運んでいる。

38 トラブル発生時点だけなく、トラブルに至るまでのすべての作業の流れを調査している。

39 ヒューマンエラーの要因（背景）まで、分析している。

40 直接要因だけでなく、間接要因、潜在要因まで調査できている。

41 対策が、トラブル当事者の反省などになっていることはない。

42 対策が、当事者を含む部署の意識改革だけになっていることはない。

43 ヒューマンエラーの要因（背景）に応じた対策立案がなされている。

44 トラブル毎ではなく、いくつかのトラブルの分析結果の集計をもとにした対策を検討している。

45 他者の対策を参考にしている。

46 トラブル対策について、指導する部署が所内にある。

47 ヒヤリハット事例が収集できている。

48 定期的にヒューマンエラーを含む研修会・勉強会等を 所内部内(職場内)で行っている。

49 管理者だけでなく、現場作業者まで含めたヒューマンエラー教育が行われている。

50 トラブル・ヒヤリハットなどの事例及びその分析結果が、所内展開されている。

51 管理者すべてが、ヒューマンエラー防止活動に関して、正しい認識を有している。

52 同業他社はもちろん、他業種のヒューマンエラー活動の情報を積極的に集めている。

53 ヒューマンエラーマネジメントに関して、意見を聞ける社外の人・会社とのつながりがある。

54 ヒューマンエラーに関するリスクを的確に評価している。

55 ヒューマンエラー・マネジメントの考え方が 所内部内(職場内)での常識になっている。

予
防
体
制

ヒヤリハットなど
軽微な事象まで
含め、未然防止
に向けて活動で
きているか

戦
略
性

組織レベルで
ヒューマンエラー
防止活動に対処
しているか

トラブルが発生し
た時、当事者が
その報告をしや
すい雰囲気であ
るか

チ

ェ
ッ
ク
体
制

エラー防止のた
めのチェック及び
チェック体制が工
夫されているか

事
故
報
告

事故の原因調査
が適切に行われ
ているか

再
発
防
止

再発防止対策を
十分検討してい
るか

表１　ヒューマンエラー防止活動に関わる意識調査に用いる項目（その２）

評価分類 調査項目

雰
囲
気
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８ 参考資料 

 

８．１ 運輸安全マネジメント制度の歩み 

 

年月日 主な出来事 

H17.1.22 

 

H17.3.15 

 

H17.3.16 

 

H17.4.22 

 

H17.4.25 

 

H17.4.26 

 

H17.4.28 

 

H17.5.1 

 

H17.6.14 

 

H17.6.23 

 

H17.8.12 

 

H17.12.2 

 

H18.3.31 

 

 

日航機、千歳空港で管制指示違反トラブル 

 

東武鉄道伊勢崎線踏切障害事故(竹の塚駅構内)（死者 2名・負傷者 2名） 

 

日航機、機内非常口扉の操作忘れトラブル 

 

ＡＮＫ機、小松空港で管制指示違反トラブル 

 

ＪＲ西日本福知山線列車脱線事故（死者 107 名・負傷者 562 名） 

 

大川運輸踏切衝突事故（スーパーひたちと衝突）（死傷者なし） 

 

近鉄バス磐越自動車道中央分離帯衝突転倒事故（死者 3名・負傷者 20 名） 

 

九州商船フェリーなるしお防波堤衝突海難（負傷者 23 名） 

 

公共交通に係るヒューマンエラー事故防止対策検討委員会設置 

 

知床半島観光周遊船乗揚海難（負傷者 26 名） 

 

公共交通に係るヒューマンエラー事故防止対策検討委員会中間とりまとめ公表

 

運輸安全マネジメント態勢構築に係るガイドライン等検討会設置 

 

運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律（運輸安全一

括法）公布 

 



43 

 

H18.4.1 

 

H18.4.26 

 

H18.5.12 

 

H18.6.22 

 

 

H18.7.1 

 

H18.8.3 

 

 

H18.8～9 

 

H18.9.5 

 

H18.10.1 

 

 

H18.10.17 ～

10.18 

 

H19.4.1 

 

H19.4～ 

 

H19.8.29 

 

H19.10～ 

 

国土交通省大臣官房運輸安全監理官等設置 

 

公共交通に係るヒューマンエラー事故防止対策検討委員会最終とりまとめ公表

 

安全管理規程に係るガイドライン公表 

 

安全管理規程に係る報告聴取又は立入検査の実施に係る基本的な方針案を運輸

審議会に諮問 

 

国土交通省大臣官房運輸安全政策審議官設置 

 

安全管理規程に係る報告聴取又は立入検査の実施に係る基本的な方針案を運輸

審議会答申、同方針策定 

 

全国各地で事業者向け運輸安全マネジメント制度説明会開催 

 

公共交通等の安全に関するシンポジウム開催（東京） 

 

運輸安全一括法施行、運輸安全マネジメント制度導入 

「運輸安全一括法に規定する安全管理規程に係るガイドラインの手引き」公表

 

国土交通省大臣官房運輸安全監理官室による初めての運輸安全マネジメント評

価実施（評価実施事業者は西日本旅客鉄道株式会社） 

 

国土交通省大臣官房運輸安全監理官付首席運輸安全調査官設置 

 

各地方運輸局等における運輸安全マネジメント評価を本格的に開始 

 

輸送の安全に係るリスク管理モデル構築検討会設置 

 

国土交通省大臣官房運輸安全監理官室による 2 回目の運輸安全マネジメント評

価開始 
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H19.10.23 

 

H20.3.5 

 

H20.8～ 

 

H20.10～ 

 

 

H20.10.24 

 

H20.12.1 

 

H21.3.17 

 

 

H21.6.2 

 

 

 

H21.6.17 

 

H21.6.18 

 

 

H21.10～ 

 

 

H21.11.13 

 

H21.11.26 

 

公表資料「運輸安全マネジメント制度 1周年を迎えて」公表 

 

運輸事業の安全に関するシンポジウム開催（東京） 

 

運輸事業者安全担当者対象の運輸安全セミナー随時開催 

 

国土交通省大臣官房運輸安全監理官室による 3 回目の運輸安全マネジメント評

価開始 

 

公表資料「運輸安全マネジメント制度導入 2周年を迎えて」公表 

 

運輸事業の安全に関するシンポジウム開催（東京） 

 

輸送の安全に係るリスク管理モデル構築検討会最終会議開催（周知資料「事故、

ヒヤリ・ハット情報の収集・活用の進め方（自動車モード）」案とりまとめ） 

 

運輸審議会運輸安全確保部会にて小規模事業者ガイドライン「鋼索鉄道・索道

事業者等における安全管理の進め方」案及び「小規模海運事業者における安全

管理の進め方」案に対する意見聴取 

 

「事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用の進め方（自動車モード）」公表 

 

「鋼索鉄道・索道事業者等における安全管理の進め方」及び「小規模海運事業

者における安全管理の進め方」公表 

 

国土交通省大臣官房運輸安全監理官室による 4 回目の運輸安全マネジメント評

価開始 

 

公表資料「運輸安全マネジメント制度 3周年を迎えて」公表 

 

運輸事業の安全に関するシンポジウム 2009 開催（東京） 
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H21.12.1 

 

 

H22.3.2 

 

 

 

 

H22.4.1～ 

 

 

H22.4.9 

 

 

H22.12.1 

 

H22.12.20 

 

 

安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針の改正案

を運輸審議会に諮問 

 

安全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針の改正案

を運輸審議会答申、同方針策定 

「運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン～輸送の安全性

の更なる向上に向けて～」公表 

 

国土交通省大臣官房運輸安全監理官室による「運輸安全取組事例」の紹介サイ

トの本格運用を開始 

 

「事故、ヒヤリ・ハット情報の収集・活用の進め方 ～事故の再発防止・予防

に向けて～（海運モード編）」公表 

 

運輸事業の安全に関するシンポジウム 2010 開催（東京） 

 

公表資料「運輸安全マネジメント制度の現況について」公表 
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８．２ 運輸安全マネジメント評価実施事業者一覧 

平成 21 年 10 月から平成 22 年 9 月までの間、運輸安全マネジメント評価を

実施した事業者は下表のとおりです。 

モード 事業者名 

鉄

道 

鉄

軌

道 

ＪＲ北海道、札幌市、仙台空港鉄道、仙台市交通局、福島臨海鉄道、由利高原鉄道、長野電鉄、 

のと鉄道、富山市、立山黒部貫光、太平洋石炭販売輸送、日本貨物鉄道、東京地下鉄、東京都、 

東京急行電鉄、東武鉄道、京浜急行電鉄、小田急電鉄、京成電鉄、京王電鉄、御岳登山鉄道、 

首都圏新都市鉄道、ゆりかもめ、東京臨海高速鉄道、横浜市交通局、相模鉄道、神奈川臨海鉄道、

秩父鉄道、筑波観光鉄道、関東鉄道、衣浦臨海鉄道、豊橋鉄道、名古屋市交通局、上飯田連絡線 、

名古屋鉄道、伊豆箱根鉄道、西濃鉄道、樽見鉄道、西日本旅客鉄道×２、関西電力、近畿日本鉄道、

水間鉄道、阪神電気鉄道、西大阪高速鉄道、大阪市交通局、南海電気鉄道、大阪高速鉄道、京都市、

北近畿タンゴ鉄道、神戸市、比叡山鉄道、和歌山県、スカイレールサービス、四国旅客鉄道、 

福岡市、西日本鉄道、北九州高速鉄道、筑豊電気鉄道、熊本市、岡本製作所、鹿児島市交通局 

索

道 

グリーンピア大沼、クアプラザピリカ、美幌町、興部町、網走市、安平町、ニュージャパン、 

Northern Arc Resort、中央バス観光商事、増毛町、中富良野町、上富良野振興公社、 

北見都市施設管理公社、大辻産業、NPO 法人紋別市体育協会、グリーン・たきのうえ、 

星野リゾート・トマム、ニセコビレッジ、旭川北インター開発公社、札幌ばんけい、気仙沼市、

東京美装興業、宮城蔵王観光、大生総業、新菱冷熱工業、田村市常葉振興公社、田子町、一戸町、

東北リゾートサービス、平庭観光開発、九戸村、青森市観光レクリエーション振興財団、 

クリーンシステム平内、十和田湖ふるさと活性化公社、南部縦貫、八甲田ロープウェー、 

八甲田パーク、蔵王温泉観光、蔵王観光開発、天童市牧野公社、尾花沢市、酒田市、藤里町、 

秋田土建、南魚沼市、十日町市、クロスマイル、グリーンリフト、火打山麓振興、 

糸魚川シーサイドバレー、上越観光開発、一本杉スキー場施設、浦佐スキー観光、 

ＨＲＴニューオータニ、国際スキー開発、赤倉温泉スキー場、銀嶺観光、赤倉観光ホテル、 

赤倉スキー観光サービス、Ｍｔグランビュー、オーハシアーキテクト、日本リフトサービス、 

スノーリゾートサービス、志賀高原リゾート開発、木戸池温泉ホテル、熊の湯リフト、 

斑尾高原リゾート、五竜、白馬村、白馬館、大糸、白馬アルプスホテル、菅平大松山開発、 

シュナイダー索道合同会社、白馬さのさか、栂池ゴンドラリフト、岩岳リゾート、野沢温泉、 

戸狩観光、白馬観光開発、シャトレーゼリゾート八ヶ岳、ジェイ・マウンテンズ・セントラル、

クロスプロジェクトグループ、ハーレスキーリゾート、菅平峰の原グリーン開発、大町温泉観光、

栂池観光開発、ヤナバ、どんぐり、日本施設、特定非営利活動法人とりごえ、七尾市、金沢市、

小松市、医王アローザ、特定非営利活動法人あわすの、長田組、砺波五谷観光企業組合、黒部市、
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富山市、立山黒部貫光、奥只見観光、シャノン、荒井アンドアソシエイツ、新潟県観光施設、 

水上高原リゾート、御岳登山鉄道、休暇村協会、鈴木商会、晴遊閣大和屋ホテル、宝登興業、 

松商、中沢ヴィレッジ、P＆C 尾瀬、さくらリゾート、パルコール嬬恋、五輪観光、草津観光公社、

那須町、清里ハイランドパーク、豊根村、アタミ・ロープウェイ、大日、伊豆箱根鉄道、 

位山ふれあいの里、養老ロープウェー、高山市、ねっとかわい、飛騨まんが王国、ひだ桃源郷、

東和観光、レインボーライン、近畿日本鉄道、大阪緑風観光、城崎観光、西日本リゾート観光、

神戸リゾートサービス、神姫バス、万場、栗栖野観光、湯村温泉愛宕山観光、マルア興産、 

びわ湖バレー、大佐山リゾート、三段峡ホテル、三段峡観光、グリーンピア蒜山、真庭市、 

いぶき、ソルファオダ、奥道後国際観光、芦北町、九重森林公園 

自

動

車 

 

 

バ

ス 

北海道中央バス、ミヤコーバス、ジェイアールバス東北、宮城交通、仙台市交通局、岩手県交通、

京成バス、東急バス、立川バス、京浜急行バス、東京都交通局、国際興業、横浜市交通局、 

神奈川中央交通、小湊鐵道、茨城交通、名古屋市交通局、名阪近鉄バス、名鉄バス、三重交通、

岐阜乗合自動車、しずてつジャストライン、阪急バス、大阪市交通局、京都市、神戸市、 

神姫バス、奈良交通、中国 JR バス、伊予鉄道、西日本鉄道、産交バス、鹿児島交通、 

いわさきバスネットワーク、鹿児島市交通局 

タ

ク

シ 

｜ 

札幌交通、京王自動車、グリーンキャブ、大和自動車交通、帝都自動車交通、白樺自動車、 

国際自動車【城南】、国際自動車【城東】、国際自動車【城北】、国際自動車【城西】、 

日本交通、平和交通、名鉄交通、名鉄西武交通、近江タクシー、近鉄タクシー、日本タクシー、

福岡第一交通、 

ト

ラ

ッ

ク 

札樽自動車運輸、東北トラック、東北福山通運、カメイ物流サービス、バイタルエクスプレス、

第一貨物、新潟運輸、中越運送、トナミ運輸、第一運輸、パルライン、日本貨物急送、日本通運、

ニヤク・コーポレーション、ディー・エイチ・エル・ジャパン、ヤマトグローバルエキスプレス、

デイライン、多摩運送、郵便事業、日本郵便輸送、日本梱包運輸倉庫、東部ネットワーク、 

関東西部運輸、新晃、安房運輸、西武運輸、三国ロジスティクスオペレーション、ヤマガタ、 

ホクブトランスポート、芳賀通運、カリツー、名鉄運輸、近物レックス、西濃運輸×２、上組、

愛知陸運、トナン輸送、サカイ引越センター、浪速運送、佐川急便、福山通運、岡山県貨物運送、

九州西武運輸、南九州福山通運 

海 

運 

旅

客

船 

 

 

苫港サービス、北海道ポート・サービス、エルム、北日本曳船、室蘭マリン・サービス、 

知床ネイチャークルーズ、尾田建設、石狩湾新港サービス、寿都町漁業協同組合、平成産業、 

ベルポートジャパン、稚内港運、津軽海峡フェリー、然別湖畔温泉ホテル、レイクリゾート、 

一映マリーン企画、西村組、酒井建設、野村水産、ビッグブルー、別海町観光開発公社、 

室港サービス、宏栄建設、堀清水組、松島ベイクルーズ、ニュー松島観光船、奥松島公社、 
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旅

客

船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

塩釜港船舶給水、くろしお、阿武隈ライン保勝会、磐梯観光船、山和商店、三橋漁親会、 

シィライン、八戸通船、酒田湊観光企画、最上川三難所舟下り、最上峽観光開発、新潟水先、 

十和田観光電鉄、田沢観光、奥阿賀観光、藤栄建設、柏崎観光汽船、信濃川観光開発、 

日本海曳船、粟島浦村、佐渡汽船、尖閣湾揚島観光、北東工業、吉越商事、野尻湖定期船会社、

ホテル紅や、野尻湖レジャー・プロジェクト、ジェットストリーム、タカプランニング、 

能登海上観光、能登金剛遊覧船、関電アメニックス、庄川遊覧船、池上、亀丸船舶、あみ幸、 

船宿 あみ武、日の出屋、あみ新、船宿 小松屋、井筒屋、船宿 あみ春、鈴木屋、野田屋、 

深川冨士見、竹内釣船店、船宿 縄定、船宿はしや、辰金、船宿 なわ安、船宿 網長、つり清、 

ゑびや、あみ清産業、船宿 田中屋、釣新、船宿 釣庄、船宿 三浦屋、石川釣船店、船宿 縄徳、

プレジャークルーズ、船宿 平井、中金、三河屋、ジリオン、荒井商事網さだ、あみ貞、 

船宿 金子、船宿 丸長、南スタンリー、小笠原マリン、小笠原ツーリスト、船宿 あみ徳、 

フィッシュアワールド、船宿 あみ元、船宿 あみ達、船宿 須原屋、船宿 吉野、船宿 船十九、 

伊豆諸島開発、船宿 豆や、たかはし丸、ストリームマツモト、晴海屋、船宿 山田屋、 

小笠原海運、東京ヴァンティアンクルーズ、東海汽船、岩田、屋形船 大山、船清、吉野屋、 

船宿 内田、船宿 かみや、山口屋、船宿 あみ豊、船宿 あみ弁、船宿 岡田屋、船宿 まる八、 

佐島マリーナ、湘南サニーサイドマリーナ、勝瀬観光、嵐山観光、相武、津久井振興、 

宮ヶ瀬ダム周辺振興財団、つり幸本家、太田屋、濱進、葉山マリーナー、真鶴半島遊覧船、 

片倉ボートマリーナ、湘南マリーナ、フェニックスマリン、横浜ベイサイドマリーナ、 

ｹｰｴﾑｼｰｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ、あみ貞丸、正義丸、ピア・フォー、すずよし、東海、新井産業、京浜海上防災、

京浜海上、三浦海業公社、野毛屋、小柴丸、弁天屋、あさなぎ、米元釣船店、あい川丸、坂口丸、

平田釣船店、荒川屋、一之瀬丸、ミウラ総建、三崎観光、三浦漁港多目的利用推進協議会、 

千葉ポートサービス、京葉港サービス、マリンサービス、つり船鈴栄丸、吉久、岩田屋、川口、

岩利、船宿 西栄、吉野屋、相馬屋、日立フィッシングセンター、常陽観光、ラクスマリーナ、 

榛名商事、あさひ亭、江原、群馬県観光国際協会、甲子亭、しぶや、榛名観光ボートサービス、

榛名湖遊覧、湖畔亭、岡甚、加藤幸湖堂、湖潭、湖楽、常陸屋物産店、レストラン白樺、紫明堂、

中禅寺観光センター、中禅寺湖レイクサービス協業組合、東武興業、那須興業、鬼怒高原開発、

日本水陸両用車協会、富士五湖汽船、本栖湖遊船、しゅうすいや、白鷹、ジュピター、湖明荘、

中央ボート、さんすい、つちや、ファストネット、蒲郡海洋開発、ヒラノマリンサービス、 

太平洋フェリー、K’ｓマリンサービス、矢作川と三河武士フォーラム、山本通船、 

シーエム ケイ カケヒ、由比港漁業協同組合、鳥羽市、益生小型運送、須賀利巡航船、大台町、

志摩市、鳥羽観光船協業組合、まるせい、神島観光船、かいげつ、海山漁業協同組合、 

常神海中公園観光、名門太平洋フェリー、大阪屋形船、関西港湾サービス、新日本海フェリー、
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旅

客

船 

静丸海運、大阪市建設局、大阪市港湾局、姫路ﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ、井高海運、多木商事、若竹海運建設、

福井海運建設、坊勢汽船、海晃、高砂回漕、ダイヤモンドフェリー、ハリマシッピングサービス、

兵庫県湾岸開発、共栄組、玄武洞観光、ホテルアナガ、新丸菱海運、浜中興業、早駒運輸、 

谷口回漕部、ジェイ・オー・ビー、小江戸彦根、ＮＫＥ、レークウエスト観光、白浜海底観光船、

比井崎漁業協同組合、熊野川町ふれあい公社、中の島、契島運輸、江田島市、備後商船、雁木組、

松村通船、瀬戸内医療福祉団、宮島遊覧観光、バンカー・サプライ、広島通船、尾道渡船、 

中国通船、宮本汽船、安浦漁業協同組合、矢田渡船観光、白鳥観光、隠岐汽船、水島通船、 

六口丸海運、豊浦汽船、牛窓町緑の村公社、砂田船舶、植田曳船運輸、さかもと海上交通、 

六島航路、関釜フェリー、オリエントフェリー、阿知須運輸、井森工業、海洋工業、上関通船、

山陽マリン、しゅうなんポートサービス、萩八景遊覧船、浜田組、観音寺市、本島汽船、 

備讃フェリー、直島漁業協同組合、五栄海陸興業、三豊市、直島町、小豆島フェリー、広島汽船、

四国機器、雌雄島海運、オーシャントランス、松茂町、新町川を守る会、伊島連絡交通事業、 

鳴門観光汽船、うずしお汽船、大歩危峡観光遊船、海陽町、鳴門市、三島ポートサービス、 

よし正、マルーン、えひめ南汽船、樽井旅館、沢田青果、愛南町、シーセブン、くるしま、 

宮窪漁業協同組合、うめたこ、むらや、大洲市観光協会、愛媛ポートサービス、真鍋酒店、 

伊藤船舶食品、奈半利町漁業協同組合、岩城建築設計事務所、四万十川観光開発、須崎市、 

高知県、酒井船具商会、なぎさ海運、九州芝浦通信機、阪九フェリー、博多港サービスセンター、

玄海マリーナ、宮川運送、九州郵船、郵正丸、江崎海陸運送、九州商船、勝本町漁業協同組合、

黒島旅客船、鷹島汽船、竹山運輸、大村湾観光汽船、芦北漁業協同組合、パールライン観光、 

七城町振興公社、ベルポートジャパン、湯島商船、だいわ観光、川口漁業協同組合、蒲江交通、

シークルーズ、水俣市漁業協同組合、木野村ヤンマー、関崎交通、やま丸、佐伯市、津港建設、

ブルーアース大分、松原ダム遊覧観光、サンテツ、大入島観光フェリー、宮崎カーフェリー、 

磯八商会、武岡フィッシング、笠沙恵比寿、シーラインワールド、天長フェリー、波戸汽船、 

五島産業汽船、海寿水産、昌和建設、南九、鹿児島船舶塗装工業所、コスモライン、鹿児島商船、

ｼﾞｪｲ･ｵｰ･ｼｰ、鹿児島市、新日本石油マリンサービス、塩田酒造、山畑運送、九商ポートサービス、

宮古フェリー、博愛国際交流センター、はやて海運、宮古島東急リゾート、セルリアンブルー、

メディカプロデュース、座間味村、那覇タグサービス、ケラマ真珠、ケラママリン企画、 

ケラマブルー、福山海運、石垣島ドリーム観光、波照間海運、ジェットインターナショナル、 

久髙海運、ホテルマネージメントジャパン、リゾートエンタープライズ沖縄、シップス、 

沖縄観光コンベンションビューロー、大神海運、グローバルネットワーク、海洋開発工業、 

二期リゾート、伊計島総合開発、知念海洋レジャーセンター、その他個人事業者３８３者 
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貨

物

船 

渋田タグボート、水嶋海事工業、松前海運、鶴見サンマリン、イイノガストランスポート、 

南明興産、日鐵物流、榎本回漕店、新和内航海運、伊豆七島海運、服部回漕店、房州物流、 

大川海運、中央航運、光隆海運、衣浦三河船舶協業組合、由良海運、センターマリン、大泉物流、

三洋海運商事、大佑海運、静丸海運、アジア建設工業、関電エンジニアリング、昭陽汽船、 

関西港湾サービス、盛幸海運、神鋼物流、山竹興業、プリンス海運、栄康海運、海洋汽船、 

秋山造船、明徳海運、山一興業、導海運、丸辰商会、丸岡海運、栄昇海運、大晴海運、 

柴田海運建設、高洋海運建設、千鳥海運、大一海運、中央港運、天神海運、実穂海運、義勇港運、

新井海運、双和航運、五光海運、加藤海運、福神海運建設、親和物流、三栄海運建設、 

サンキュウリマテック、進栄海運建設、大竜海運、鮴崎石油販売所、岡田石材、西本汽船、 

隠岐島内航海運協業組合、岡山海運、栄吉海運、富士海運、西部タンカー、新菱海運、豊栄海運、

東海運、オーシャントランス、大洋海運、小山海運、ナミカタ工業、伊藤鋼材、寿海運、共栄海運、

日本ガスライン、芸予産業、明和興産、馬越海運、信正海運、護享汽船、秀栄汽船、中村汽船、 

海鳳海事、松栄、矢野海運、吉賀海運、日本産業海運、グリーンシッピング、邑本興産、仁徳海運、

佐世保マリン・アンド・ポートサービス、エムエスケイ、丸光商事、鶴崎海陸運輸、井本海運、 

大分共同海運、共同組海運、湧川運輸、大雄工業、その他個人事業者５者 

航空 北海道エアシステム×２、アイベックスエアラインズ、スターフライヤー、ジャルウェイズ、 

日本航空インターナショナル、日本貨物航空、フジドリームエアラインズ、天草エアライン、 

ジャルエクスプレス×２、エアーネクスト、オリエンタルエアブリッジ、日本エアコミューター、

スカイネットアジア航空、日本トランスオーシャン航空、琉球エアーコミューター 

 ※ ×２と記載している事業者は、期間内で２回評価を実施した事業者です。 
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８．３ 運輸安全情報の提供に関する取組 

現在、国土交通省では、運輸安全マネジメント評価の実施等を通じて知り得

た運輸安全情報の中で、事業者における安全性が向上した事例、取組に苦慮さ

れた事例等を把握し、事業者の了解のもと、国土交通省ホームページの専用情

報サイトで、周知・公表してきました。 

 

アドレス : 

http://www.mlit.go.jp/unyuanzen/List.html 

 

又は、国土交通省ホームページの『運輸安全政

策』から運輸安全取組事例バナーをクリック 

    

 

 

更なる運輸安全取組事例の情報発信を充実・強化を図るため、当該取組事例

に関する運用を拡大し、平成 22 年 6 月から事業者の皆様の自らの取組事例のご

投稿についても常時受付けることとしています。 

ホームページの投稿用様式に所要の事項を記入の後、ご提供いただいた取組

事例は、当室にて内容を確認したうえで、国土交通省ホームページの専用情報

サイトで周知・公表しています。 

今後も、皆様の安全に関する取組事例をご提案いただきたく、ご協力をよろ

しくお願いいたします。  

 

＜参考＞ 

 

 

 

 

 

 

 

【取組事例情報送付先】 

国土交通省大臣官房運輸安全監理官室  

    企画第２係あて、又は、評価担当運輸安全調査官あて 

    T e l ： 03-5253-8111 （内線 22054：企画第２係） 

    Mail  ： g_MST_UAK@mlit.go.jp 
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８．４ 運輸安全取組事例集 

 事業者の皆様のご協力により、他の事業者の方にも参考となる輸送の安全性

の向上に向けた取組を以下のとおり紹介します。 

また、記載された取組事例以外については、国土交通省ホームページにある

運輸安全取組事例に掲載しています。 

URL: http://www.mlit.go.jp/unyuanzen/List.html 
 

事業者における取組事例一覧 

項目 事業者名 取組概要 頁 

安全重点施

策 

国際興業㈱ バス床面等への注意喚起ステッカー貼付による事故防止 54 

日鐵物流㈱ 海上漏油事故防止のための設備改造等 55 

信楽高原鐵道㈱ 軌道安全管理への簡易軌道検測器の導入 58 

情報伝達・

コミュニケ

ーション 

小田急バス㈱ 家族の理解と協力を得ながら社員の安全意識を向上 59 

日本通運㈱ 過去の事故災害事例の全社的情報共有・活用 60 

東京急行電鉄㈱ 現業職場への『事故情報専用モニター』の設置 62 

小田急電鉄㈱      社内及びグループ企業における部門横断的な取組みの推進 64 

日の丸交通㈱ 一人一人に働きかけ、自主性を引き出す教育・指導 67 

事故、ヒヤ

リ・ハット

情 報 の 収

集・活用 

神戸電鉄㈱ 運転の安全に係るリスク情報等の積極的な収集と円滑な共有 69 

興和海運㈱ 自社保有船の運航実態を踏まえたﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄ情報の分析と共有 71 

全日本空輸㈱ リスク管理手法を活用した不安全事象の再発防止･未然防止 73 

㈱ニヤクコーポレー

ション 

「なぜなぜ分析」等を用いた事故の根本原因究明と再発防止

策 

75 

岩手県ハイ・タク交

通共済協同組合 

ドライブレコーダー映像活用及び乗務員指導方策 77 

西濃運輸㈱ 事故情報を有効に活用した再発防止対策 78 

東武鉄道㈱ 駅構内におけるヒヤリ・ハットマップの作成 80 

関係法令等

の遵守 

太平洋フェリー㈱ コンプライアンスのヘルプラインの増設 84 

教育・訓練 ㈱イコーズ 移動式シミュレータを活用した内航船員教育訓練の実施 85 

帝都自動車交通㈱ ドライブレコーダーを活用した急発進・急停止減少プロジェ

クト 

86 

東京都交通局 乗務員研修用ハザードマップの作成 88 
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三重交通㈱ 事故情報等を活用した専任の添乗指導員による教育指導制度

の創設 

89 

御在所ﾛｰﾌﾟｳｴｲ㈱ 限られた人員内での技術業務知識の習得とスキルアップ 91 

洛陽交運㈱ 「いきいき運転講座」を活用して高齢乗務員の安全教育 93 

アイジーアールいわ

て銀河鉄道㈱ 

直轄施工による設備保守訓練線の敷設とそれを活用した鉄道

技術の継承 

94 

名阪急配㈱ 独自に作成した資料を用いた乗務員の安全教育 96 

相模鉄道㈱ 過去に発生した鉄道事故を風化させないための取組み 98 

京王電鉄㈱ 乗務員個々の管理・指導及び教育・訓練の体制・仕組みの強

化 

100

松島湾内旅客船航路

事業者連絡協議会 

複数事業者合同での安全への取組み 102

㈱ダイヤモンドフェ

リー      

操船ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ及び安全に関する各種マネジメントシステムの

導入 

105

飛騨森林都市企画

(株) 

着任者教育の充実等ハード、ソフト両面に於ける安全対策の

推進 

108

内部監査 京成電鉄㈱ グループ企業間での内部監査員スキルアップ等に向けた取組

み 

109
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８．５ 運輸安全マネジメント評価に関するアンケート調査票（サンプル） 

 

運輸安全マネジメント評価に関するアンケート  

 

 国土交通省では、運輸安全マネジメント評価を受けられた企業から、ご意見、ご要望等

をお聞かせいただき、評価の手法等について、継続的に改善していきたいと考えています。

恐縮ではありますが、今回の評価について、貴社の率直なご意見、ご要望等を記入いただ

ければ幸いです。 

 なお、本アンケートは、無記名で提出していただいても結構です。また、アンケート結

果につきましては、統計的に集計・分析した結果を公表する予定ですが、会社名を特定し

て公表することはありません。 回答は、選択肢の１から５のうち、あてはまるものに○

をつけていただくようお願いします。 

 

１．評価の準備について 

１．１ 評価の事前調整を行った日から評価当日までの期間は、準備期間として適切でし

たか。 

１．非常に長い  ２．やや長い  ３．適切である  ４．やや短い  ５．非常

に短い 

 

１．２ 評価の事前調整を行った職員の、貴社に対する態度（言葉遣い、口調、対応の早

さ等）は適切でしたか。 

１．非常に適切である    ２．概ね適切である     ３．どちらともいえな

い 

４．やや不適切である    ５．非常に不適切である 

 

１．３ 評価の事前調整における職員の説明により、事前調整及び評価で何を行うか理解

できましたか。 

１．非常によく理解できた  ２．概ね理解できた     ３．どちらともいえ

ない 

４．あまり理解できなかった ５．ほとんど理解できなかった 
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２．評価の負担について 

２．１ 評価の日程は、貴社の業務状況に照らし適切な日程でしたか。 

１．非常に適切である    ２．概ね適切である     ３．どちらともいえ

ない 

４．やや不適切である    ５．非常に不適切である 

 

２．２ 評価の実施時間帯及び所要時間は、貴社の執務時間に照らし適切でしたか。 

１．非常に適切である    ２．概ね適切である     ３．どちらともいえ

ない 

４．やや不適切である    ５．非常に不適切である 

 

２．３ 評価を行った当省職員の人数は適切でしたか。 

１．非常に多い       ２．やや多い        ３．適切である  

４．やや少ない       ５．非常に少ない 

 

２．４ インタビュー対象者に対する聞取調査は、貴社の業務にとって負担が大きかった

ですか。 

１．非常に大きい      ２．やや大きい       ３．どちらともいえ

ない 

４．やや小さい       ５．非常に小さい 

３．評価の実施について 

３．１ オープニングミーティングの説明内容は十分理解できましたか。 

１．非常によく理解できた   ２．概ね理解できた    ３．どちらともいえ

ない  

４．あまり理解できなかった  ５．ほとんど理解できなかった 

 

３．２ 評価を行った職員の、貴社に対する態度は適切でしたか。 

１．非常に適切である     ２．概ね適切である    ３．どちらともいえ

ない 
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４．やや不適切である     ５．非常に不適切である 

 

３．３ 評価を行った職員は、貴社の安全管理体制について知識を持っていましたか。 

１．十分な知識を持っていた  ２．概ね知識を持っていた ３．どちらともいえ

ない 

４．やや知識が不十分であった ５．非常に知識が不十分であった 

 

３．４ 評価中、貴社から職員に対し、意見が言えましたか。 

１．十分言えた        ２．概ね言えた      ３．どちらともいえ

ない 

４．あまり言えなかった    ５．ほとんど言えなかった 

 

３．５ 評価を行った職員は、貴社の意見を聞いていましたか。 

１．十分聞いていた      ２．概ね聞いていた    ３．どちらともいえな

い 

４．あまり聞いていなかった  ５．ほとんど聞いていなかった 

 

４．評価の結果について 

４．１ 職員よりの講評・指摘は理解できる説明でしたか。 

１．非常によく理解できた   ２．概ね理解できた    ３．どちらともいえ

ない 

４．あまり理解できなかった  ５．ほとんど理解できなかった 

 

４．２ 講評・指摘のあった事項につき、貴社でどのような対応をとればよいか理解でき

る説明でしたか。 

１．非常によく理解できた   ２．概ね理解できた    ３．どちらともいえ

ない 

４．あまり理解できなかった  ５．ほとんど理解できなかった 

 

４．３ 講評・指摘のあった事項について、貴社の安全管理体制の構築・改善に有益だと
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思いますか。 

１．非常に有益である     ２．やや有益である    ３．どちらともいえ

ない 

４．あまり役に立たない    ５．ほとんど役に立たない 

 

４．４ その他、評価に対するご意見、ご要望等がありましたら、ご記入ください。 

 

 

 

 

５．運輸安全マネジメント制度の導入による変化等について 

５．１ 運輸安全マネジメント制度（安全管理規程の作成・運用等）の導入以降、会社と

して意思決定や業務運営をするときに、従来に比べ、より安全を意識するようにな

りましたか。 

１．十分意識するようになった ２．概ね意識するようになった ３．どちらとも

いえない 

４．あまり意識は変わらない  ５．ほとんど意識は変わらない 

 

５．２ 運輸安全マネジメント制度（評価を含む。）は、貴社の安全確保のために有効だ

と思いますか。 

１．非常に有効である     ２．やや有効である     ３．どちらともい

えない 

４．あまり役に立たない    ５．ほとんど役に立たない 

 

５．３ 運輸安全マネジメント制度導入後、貴社の輸送の安全に係る取組みについて、変

化、改善又は充実した点がありますか。 

１．ある（下記５．４にご回答ください。） 

２．ない（下記５．５にご回答ください。） 

 

５．４ 上記５．３の質問で「１．ある」と回答された場合には、貴社の輸送の安全に係
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る取組みのうち、変化、改善又は充実した点につき、一例で結構ですので、その概

略をご記述ください。 

（記載例：本社経営管理部門と現場とのコミュニケーションが充実し、現場から頻繁

に安全に関する課題、改善点などがよく報告されるようになった。 

運輸安全マネジメントに係る内部監査を実施することによって、今まで気

づかなかった安全に関する不具合・改善点を見出すことができるようにな

った。 等） 

 

 

 

 

 

５．５ 上記５．３の質問で「２．ない」と回答された場合には、今後、安全に係る取組

みについて、変化、改善又は充実を図ることを計画している又は考えられる点があ

りましたら、その概略をご記入ください。 

 

 

 

 

６．運輸安全マネジメントに係るセミナーについて 

６．１ 国土交通省では、運輸安全マネジメントに関して事業者の周知啓発を目的とした

各種セミナー（ガイドラインセミナー、内部監査セミナー、リスク管理セミナー）

を開催しています。これらのセミナーについて参加したいと思いますか。 

１．参加したい  ２．テーマに限って参加したい  ３．自社に特化して開催し

てほしい 

４．参加は考えていない 

※２又は３を選ばれた場合、どのようなテーマであれば、参加したいとお考えですか。 

 

 

 



115 
 

 

６．２ 今後、受講してみたい運輸安全マネジメントに関するテーマ内容があれば、具体

的にお書きください。 

 

 

 

 

 

７．運輸安全マネジメント制度や国土交通省による運輸安全行政全般に対するご意見、ご

要望等がありましたら、ご記入ください。 

 

 

 

 

 

８．その他、お気づきの点等がありましたら、ご記入ください。 

 

 

 

 

記入日 平成  年  月  日 

貴社名                

 

（無記名でも結構です。）     

 ご協力ありがとうございました。                  

 

 

 

 

平成１８年 ９月 作成   

平成１９年１０月 一部改正（文言の修正） 

平成２０年 １月 同上（項目の追加） 

平成２１年 １月 同上（項目の削除等） 
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８．６ 運輸安全マネジメント評価に関するアンケート集計結果一覧 

 

 項番 設問 回答内容 回答数 回答割合

（％） 

評

価

準

備 

1.1 評価の事前調整を行った日から評

価当日までの期間は、準備期間と

して適切でしたか。 

1 非常に長い 0 0 

2 やや長い 2 3 

3 適切である 71 92 

4 やや短い 4 5 

5 非常に短い 0 0 

1.2 評価の事前調整を行った職員の、

貴社に対する態度（言葉遣い、口

調、対応の早さ等）は適切でした

か。 

1 非常に適切 52 68 

2 やや適切 25 32 

3 どちらともいえない 0 0 

4 やや不適切 0 0 

5 非常に不適切 0 0 

1.3 評価の事前調整における職員の説

明により、事前調整および評価で

何を行うか理解できましたか。 

1 非常によく理解できた 28 36 

2 やや理解できた 49 64 

3 どちらともいえない 0 0 

4 やや理解できなかった 0 0 

5 理解できなかった 0 0 

評

価

の

負

担 

2.1 

 

評価の日程は、貴社の業務状況に

照らし適切な日程でしたか。 

1 非常に適切 12 16 

2 やや適切 54 70 

3 どちらともいえない 7 9 

4 やや不適切 3 4 

5 非常に不適切 1 1 

2.2 

 

評価の実施時間帯及び所要時間

は、貴社の執務時間に照らし適切

でしたか。 

1 非常に適切 15 19 

2 やや適切 58 75 

3 どちらともいえない 3 4 

4 やや不適切 1 1 

5 非常に不適切 0 0 
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 項番 設問 回答内容 回答数 回答割合

（％） 

評

価

の

負

担 

2.3 

 

 

 

 

評価を行った当省職員の人数は適

切でしたか。 

1 非常に多い 1 1 

2 やや多い 16 21 

3 適切である 58 75 

4 やや少ない 2 3 

5 非常に少ない 0 0 

2.4 インタビュー対象者に対する聞取

調査は、貴社の業務にとって負担

が大きかったですか。 

 

 

1 非常に大きい 0 0 

2 やや大きい 27 35 

3 どちらともいえない 44 57 

4 やや小さい 5 6 

5 非常に小さい 1 1 

評

価

の

実

施 

3.1 オープニングミーティングの説明

内容は十分理解できましたか。 

1 非常によく理解できた 45 58 

2 やや理解できた 30 39 

3 どちらともいえない 0 0 

4 やや理解できなかった 1 1 

5 非常に理解できなかった 0 0 

3.2 

 

評価を行った職員の、貴社に対す

る態度は適切でしたか。 

1 非常に適切 51 66 

2 やや適切 25 32 

3 どちらともいえない 1 1 

4 やや不適切 0 0 

5 非常に不適切 0 0 

3.3 

 

評価を行った職員は、貴社の安全

管理体制について知識を持ってい

ましたか。 

1 十分な知識を持っていた 21 27 

2 やや知識を持っていた 55 71 

3 どちらともいえない 1 1 

4 やや知識が不十分 0 0 

5 非常に知識が不十分 0 0 
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 項番 設問 回答内容 回答数 回答割合

（％） 

評

価

の

実

施 

3.4 評価中、貴社から職員に対し、意

見が言えましたか。 

 

 

1 十分言えた 31 40 

2 やや言えた 42 55 

3 どちらともいえない 3 4 

4 やや言えなかった 1 1 

5 ほとんど言えなかった 0 0 

3.5 評価を行った職員は、貴社の意見

を聞いていましたか。 

 

 

1 十分聞いていた 49 64 

2 やや聞いていた 25 32 

3 どちらともいえない 3 4 

4 やや聞いていなかった 0 0 

5 ほとんど聞いていなかった 0 0 

評

価

の

結

果 

4.1 

 

 

 

 

職員からの講評・指摘は理解でき

る説明でしたか。 

1 非常によく理解できた 36 47 

2 やや理解できた 41 53 

3 どちらともいえない 0 0 

4 やや理解できなかった 0 0 

5 非常に理解できなかった 0 0 

4.2 

 

 

指摘・講評のあった事項につき、

貴社でどのような対応をとればよ

いか理解できる説明でしたか。 

1 非常によく理解できた 29 38 

2 やや理解できた 47 61 

3 どちらともいえない 1 1 

4 やや理解できなかった 0 0 

5 非常に理解できなかった 0 0 

4.3 

 

 

 

 

講評・指摘のあった内容について、

貴社の安全管理体制の構築に有益

だと思いますか。 

1 非常に有益である 42 55 

2 やや有益である 33 43 

3 どちらともいえない 2 3 

4 あまり役に立たない 0 0 

5 ほとんど役に立たない 0 0 
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 項番 設問 回答内容 回答数 回答割合

（％） 

制

度

導

入

後

の

変

化

等 

5.1 

 

 

 

 

運輸安全マネジメント制度（安全

管理規程の作成・運用等）の導入

以降、会社として意思決定や業務

運営をするときに、従来に比べ、

より安全を意識するようになりま

したか。 

1 十分意識するようになっ

た 

51 66 

2 概ね意識するようになっ

た 

20 26 

3 どちらともいえない 5 6 

4 あまり意識は変わらない 0 0 

5 ほとんど意識は変わらな

い 

1 1 

5.2 

 

 

 

運輸安全マネジメント制度（評価

を含む。）は、貴社の安全確保の

ために有効だと思いますか。 

 

 

1 非常に有効である 47 61 

2 やや有効である 28 36 

3 どちらともいえない 2 3 

4 あまり役に立たない 0 0 

5 ほとんど役に立たない 0 0 

5.3 

 

運輸安全マネジメント制度導入

後、貴社の輸送の安全に係る取組

みについて、変化、改善又は充実

した点がありますか。 

1 ある 74 96 

2 ない 2 3 

セ

ミ

ナ

ー 

6.1 国土交通省では、運輸安全マネジ

メントに関して事業者の周知啓発

を目的とした各種セミナー（ガイ

ドラインの手引、内部監査）を開

催しています。これらのセミナー

について参加したいと思います

か。 

1 参加したい 57 74 

2 テーマに限って参加した

い 

18 23 

3 自社に特化して開催して

ほしい 

1 1 

4 参加は考えていない 1 1 
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これは、「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律」（平成18

年法律第19号）に基づき実施している運輸安全マネジメント評価の実施結果概要等につい

て、「鉄道事業法第五十六条の二（軌道法第二十六条において準用する場合を含む。）、

道路運送法第九十四条の二、貨物自動車運送事業法第六十条の二、海上運送法第二十五条

の二、内航海運業法第二十六条の二第一項及び航空法第百三十四条の二の規定に基づく安

全管理規程に係る報告徴収又は立入検査の実施に係る基本的な方針」（平成22年3月2日国

官運安第313号）に基づき、運輸事業者の安全に関する意識の向上を促すことを目的として

公表するものです。 

 

 

 

 

運輸安全マネジメント制度の現況について 
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